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研究ノート

は
じ
め
に

〈

1

)

(

2

)

本
稿
は
、
労
働
者
の
私
傷
病
と
労
働
契
約
の
解
消
の
問
題
に
つ
い
て
、
フ
ラ

ン
ス
の
判
例
・
学
説
を
検
討
し
、
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
九
七
三
年
七
月
一
一
一
一
日
に
解
雇
一
制
限
法
が

制
定
さ
れ
、
解
雇
に
は
「
真
実
か
つ
重
大
な
事
由

(
E
g
m
H
b
o
}
0
2
田和平

2
E
)」
を
要
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
解
麗
手
続
も
か
な
り
厳
格
化
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
さ
ら
に
二
九
八
一
年
一
月
七
日
に
は
、
「
労
働
災
害
及
び
職
業
病
に
遭
っ

た
労
働
者
の
一
雇
用
保
護
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
、
業
務
上
傷
病
労
働
者

に
関
し
て
は
、
傷
病
に
よ
る
契
約
停
止
期
間
及
び
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
後
一

(
4
}
 

定
期
間
の
解
雇
が
原
則
と
し
て
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の

一
九
八
一
年
一
月
七
日
法
制
定
以
後
は
、
業
務
上
傷
病
労
働
者
の
解
雇
に
関
し

て
は
一
九
七
三
年
法
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
私

傷
病
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
解
雇
の
正
当
性
判
断
の
具
体
的
基
準
は
判
例

法
理
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
現
在
の
状
況
で
あ
る
。
本
稿
で
は
第

四
章
に
お
い
て
、
右
判
例
法
理
の
具
体
的
内
容
を
考
察
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
疾
病
労
働
者
の
解
雇
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
判
例
を
概
観
す
る
と(

5
)
 

き
、
解
雇
の
際
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
法
律
上
(
な
い
し
は
協
約
上
〉
の
諸
手
当

を
伴
わ
な
い
も
の
が
認
容
さ
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
実
は
、
こ
れ
は
、
労
働

者
の
疾
病
と
不
可
抗
力
と
い
う
、
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
学
に
お
い
て
一
大
論
争
点

と
な
っ
た
(
な
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
か
?
〉
問
題
と
直
結
し
て
い
る
。
本
稿

で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
特
に
詳
細
に
判
例
・
学
説
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
と

す
る
。
本
稿
の
核
心
部
分
も
こ
こ
に
あ
る
(
本
稿
第
三
章
)
。

(

1

)

本
稿
で
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
議
論
に
あ
わ
せ
、
「
疾
病
(
目
白
F
E
O
)」
と
い

う
一
言
葉
で
統
一
す
る
。

(

2

)

労
働
契
約
の
解
消

(E宮
氏
。
)
と
は
、
解
雇
の
み
な
ら
ず
辞
職
等
を
も

包
含
す
る
概
念
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
辞
職
に
つ
い
て
は
取
り
扱
わ
な

い
。
何
故
に
「
解
消
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
か
は
、
ま
さ
に
本
稿
第
三

章
で
の
問
題
で
あ
る
。

(
3
)
F
C山
口
。
∞
]Fiu
仏
E

叶」
ωロ〈目。円

H申∞
]FHOH丘
町
。
伊

-
m
w
U
円C
Z
2
-
oロ

F
F
5
1
a
L
2
2
F
ユh
r
i白色
B
g
仏
ピ
ロ
同
口
町
三
o
E
Lロ
H
E
E己

c
c
L
W
C
5
5曲目白仏ぽ同】吋
D

『

om∞
5
ロロ
o--0・同・

0
・∞』
2
1
2
5∞
Y
H
V・

]戸市山]「

(

4

)

か
か
る
期
間
内
の
解
雇
は
無
効
と
さ
れ
る

(
L
一
二
二
条
の
一
一
一
一
一
の
二

第
三
項
)
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
本
文
八
九
頁
を
参
照
さ
れ

た
L

(

5

)

第
三
意
1
註
(

2

)

、
(

3

)

参
照
。

北法33(4・72)1110



労
働
契
約
の
停
止
の
原
則

労
働
者
の
疾
病
を
労
働
契
約
の
解
消
事
由
と
し
て
考
察
す
る
前
に
、
フ
ラ
ン

ス
法
に
お
い
て
は
、

労
働
契
約
の
停
止
な

5
宮
5
2ロ
)
事
由
と
し
て
の
そ
れ

に
ま
ず
言
及
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
1
)
 

労
働
契
約
の
停
止
に
関
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
そ
の
代
表
的
文
献
を

警
A

」
れ
た
山
口
教
授
の
一
連
の
業
績
が
あ
る
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
の
方
に
譲

る
こ
と
と
す
る
が
、
い
わ
ゆ
る
我
国
の
休
職
期
間
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
法

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

律
関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
労
働
契
約
の
停
止
理
論
で
説
明
さ
れ
る
の

が
一
般
で
あ
る
。
労
働
契
約
の
停
止
理
論
は
、
「
一
雇
用
の
安
定
を
図
ろ
う
と
す

る
現
代
労
働
法
の
精
神
に
合
致
す
一
ど
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
今
日
で
は
様
々

(
4〕

の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
理
論
に
よ
る
法
律
関
係
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

労
働
者
の
疾
病
は
そ
れ
が
短
期
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
労
働
契
約
の
停
止

事
由
と
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
判
例
に
よ
っ

(
5
)
 

て
早
く
か
ら
確
立
さ
れ
て
い
る
が
、
「
疾
病
あ
る
い
は
災
害
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
存

(
6
)
 

物
に
お
い
て
回
避
し
難
い
で
き
事
で
あ
る
」
以
上
、
労
働
者
の
疾
病
の
場
合
に

お
け
る
契
約
停
止
理
論
の
要
請
は
そ
れ
だ
け
大
き
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の

点
に
つ
い
て
や
や
詳
し
く
述
べ
る
と
次
の
様
に
な
る
。

労
働
契
約
は
、
労
働
法
上
の
特
別
の
定
め
が
な
い
限
り
、
契
約
の
一
般
規
定

(
7
}
 

に
従
う
と
さ
れ
る
か
ら
、
厳
格
な
法
的
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
労
働
者
が
疾
病
に

よ
っ
て
労
務
の
履
行
を
な
し
え
な
い
以
上
、
使
用
者
は
原
則
と
し
て
賃
金
支
払

債
務
を
免
れ
、
又
、
労
働
者
の
債
務
不
履
行
を
理
由
に
、
仏
民
法
典
一
一
八
四

条
に
よ
っ
て
労
働
契
約
の
解
除
権
を
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
一

九
七
三
年
の
解
雇
制
限
法
の
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
労
働
法
典
は
「
期
間
の

定
め
の
な
い
役
務
賃
貸
借
す

E
m
o
F
8
2
5
m一
は
、
契
約
の
一
方
当
事

者
の
意
思
に
よ
っ
て
い
つ
に
て
も
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
忠
は
、

使
用
者
の
解
雇
権
行
使
の
自
由
を
確
認
し
、
現
に
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
七

三
年
法
以
前
に
お
い
て
は
、
比
較
的
、
解
雇
自
由
の
原
則
が
貫
か
れ
て
い
た
と

い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
「
労
働
裁
判
所
に
尻
押
し
さ
れ
、
か
つ
労
働
関
係
の
明

白
な
特
殊
性
に
直
面
し
た
最
高
裁
判
所
は
、
労
働
関
係
の
終
了
を
避
け
、
オ
リ

ジ
ナ
ル
な
解
決
を
図
る
た
め
、
契
約
停
止
の
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

厳
格
な
民
事
法
理
論
か
ら
解
放
さ
札
ぱ
」
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
疾
病
あ
る

い
は
災
害
の
場
合
に
お
け
る
労
働
契
約
の
停
止
は
、
と
り
わ
け
、
労
働
者
へ
の

苛
酷
な
結
果
を
避
け
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
手
段
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
そ
れ

は
、
労
働
者
が
属
す
る
企
業
の
正
常
な
運
営
の
確
保
を
可
能
に
す
る
も
の
」
で

も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

北法33(4・73)1111

こ
の
労
働
契
約
停
止
の
理
論
に
よ
っ
て
、
疾
病
労
働
者
は
、
履
行
障
害
事
由

の
消
滅

(
1疾
病
の
治
癒
)
と
と
も
に
、
再
び
正
常
な
労
働
契
約
関
係
の
当
事

者
た
る
地
位
に
つ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
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」
の
よ
う
に
、
労
働
者
の
疾
病
は
、
ま
ず
労
働
契
約
の
停
止
事
由
と
し
て
と

ら
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
「
労
働
契
約
の
停
止
の
概
念
は
、
(
旧
)
労
働
法
典
第
一
篇
一
一
一
一
一

条

(
l解
雇
一
権
)
を
使
用
者
が
援
用
す
る
可
能
性
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
慨
念
の
適
用
は
、
絶
対
的
か
つ
強
行
的
な
性
格
を

少
し
も
示
さ
な
山
一
一
と
い
う
点
で
あ
る
。
即
ち
、
「
労
働
者
の
疾
病
は
労
働
契

約
の
停
止
し
か
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
規
範
は
、
本
質
的
な
限
界
を
と
も
な
う

(ロ)

の
で
あ
っ
て
、
疾
病
の
長
期
化
は
、
契
約
の
終
了
を
余
儀
な
く
さ
せ
う
る
」
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
多
く
の
労
働
協
約
が
疾
病
労
働
者
に
関
す
る
規
定
を
も
っ
て
い

て
、
疾
病
労
働
者
に
対
す
る
一
定
期
間
(
概
ね
、
=
一
カ
月
か
ら
三
年
以
内
)
の

(
日
)

一
雇
用
保
障
と
い
う
形
で
、
い
わ
ば
「
義
務
的
な
最
低
契
約
停
止
期
間
」
を
確
認

し
、
さ
ら
に
は
、
疾
病
期
間
中
の
、
全
額
あ
る
い
は
一
部
の
賃
金
の
保
障
を
図

(
H
)
 

っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
規
定
の
内
容
は
多
様
で
あ
っ
て
、
し
た
が

っ
て
こ
れ
ら
の
協
約
規
定
の
恩
恵
を
受
け
る
労
働
者
の
利
益
も
様
々
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
後
述
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
労
働
協
約
条
項
の
制
限
的
な
解
釈
は
、

労
働
協
約
の
疾
病
労
働
者
に
対
す
る
保
障
機
能
を
時
と
し
て
減
殺
し
て
い
る
こ

と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

1

)

吋
S
E
C
J
F
E
m間
E
n
E
w
F
m
w
丹

r
b
2
M
O
L
A
w
-
m
m
E
ω
同
河
口
己
申
ロ

ι=

円
。
ロ
門
口
出
仏
ぬ

21m〈
m
-
-
o昨

ωom
国
同
】
匂

z
n
m
C
D口
m
℃
『
釦
立
』
己

O
ω
L
mロ
ω
-
o

《
四
円
。

=
p
m
-
u田
可
凹

S
O
S
σ
5印
色
。
]
同
円
。

B

S
己

E
Z
H
b
2
5
1
0ロ
ロ

0・

(

2

)

山
口
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
契
約
停
止
の
概
念
に
つ
い
て
」

(
『
私
法
』
二
八
号
一
一
五
又
:
・
:
・
こ
れ
は
民
事
法
一
般
の
契
約
停
止
に
つ

い
て
の
も
の
で
あ
る
て
同
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
利
益
共
同
体
構
成
闘
に
お
け
る

女
子
労
働
者
の
康
前
産
後
の
休
養
」
(
『
立
教
法
学
』
一
号
九
一
頁
)
、

同
「
企
業
活
動
の
短
期
的
障
害
と
労
働
関
係
」
(
『
立
教
法
学
』
三
号
八
八

頁
)
、
同
「
集
団
的
労
働
紛
争
と
労
働
関
係
付
・
ス
ト
ラ
イ
キ
と
労
働
関

係
」
(
『
立
教
法
学
』
」
ハ
号
八

O
頁
)
、
同
「
集
団
的
労
働
紛
争
と
労
働
関

係
口
・
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
と
労
働
関
係
」
(
『
立
教
法
学
』
八
号
二
五
頁
)
、
悶

「
休
戦
」
(
『
新
版
労
働
判
例
百
選
』
ご
一
凶
頁
)
。

(

3

)

回
】
円
ロ
ロ
め
片
の
巳
]
白
白

L
W
U『
D
X
仏
ロ
丹
『

E
d
-
-
(か
仏
・

]
F
m
v
i
吋
∞
)
噂
℃
・
叶
由

ω

〈

4
)
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
労
働
契
約
の
停
止
事
由
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
は
、
ま
ず
労
働
者
側
の
事
情
に
も
と
づ
く
も
の
と
し
て
、
山
疾
病
、
問

婦
女
子
の
産
前
・
産
後
の
休
暇
期
間
(
労
働
法
典
L
↑
一
二
四
条
の
一
、

L

一
二
二
条
の
二
六
)
、
問
兵
役
な
ど
の
国
家
役
務

(ω
百
三
日

E
一色

D
E
]⑦
)

へ
の
従
事
(
労
働
法
典
L
一
一
一
一
一
条
の
一
二
等
)
、
使
用
者
側
の
事
情
に

も
と
づ
く
も
の
と
し
て
は
、
経
済
的
事
由
に
よ
る
一
時
的
操
業
停
止
や
労

働
者
の
一
時
帰
休
、
等
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
労
使
の
争
議
行
為
(
ス
ト
ラ

イ
キ
、
ロ

γ

ク
ア
ウ
l
)

の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
(
前
掲

山
口
「
集
団
的
労
働
紛
争
と
労
働
関
係
付

-
U」
参
照
)
。

(
5
)
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ωhp
の
m
N・
司
包
-
H
B品
-
H
H
E
A
F
U
(
U
Z
-
w
ω
仏

b
n
o
B
E

ゲ
円
。
]
戸
申

ωAFW
円
。
∞
四
円

mwロ
仏

ω
田
口

1AW円

ω
《
目
。
仏
円
。
一
昨
《
凶
ロ
片
岡

im〈
同
ニ

(bL・
H申
叶
∞

)w
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労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

2
0
・
H
3・

(
6
)
J
2
5
2刷
EVE-

。』D2H-w
℃・

]
F
A
p
o
-

(

7

)

仏
労
働
法
典
L
一
一
二
条
の
一
「
労
働
契
約
は
一
般
法

2
5
x
g
B
-

E
E
M
)

の
規
定
に
従
う
。
」

(

8

)

労
働
法
典
旧
二
一
一
一
条
一
項
。

(
9
)
O内
S
H
O
-
-
o
(
U
O
『
江
間
口
ω
P
E
H
k
m
凶
自
主
知
念
O
L
E
E
-
R
M
b
E
】

釦

門

戸

M同
γ

z
g
会』

ncロ
円
円
三
色
。
=
自
己
-
3
・
ロ

g
x
ω
c
n
-曲
-
w
E
n
Z斗
N
-

匂・

印
印

ω

(
叩
山
〕

J
円

曲

目

mm山口口
Ew
口、・

2
F
-
-
v
-
E
0・

(
日
)
の
C
H
己
明
白
日
r
。h
v

・内，
h
h

・・同
y
印
印

ω
・

(
ロ
)
∞
E
ロ
ぬ
件
。
同
-FロL
・。、・

hp-
匂
・
吋
ま
e

同
様
に
、

m
Z
2
C
2

ωmw
〈
丘
一
。
ァ
ロ
円
。
ε
ι
c
可
白
〈
釦
巳

(
b
L
・]戸由、吋∞)七・品
N
H
・
「
し
か
し
な
が

ら
、
労
働
契
約
の
停
止
は
労
働
契
約
の
解
除
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
。
」

(
日
)
の
虫
夏
日
ユ
ヨ
M
n
f
m
門戸山、。ロ目
(

U

由。
P

U
円C
X
仏ロ

2
3ぷ
己

(
b
L
・
5
吋∞
)
w

℃
-
H
N
A凶・

(

M

)

疾
病
労
働
者
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
協
約
規
定
の
比

較
的
新
し
い
資
料
と
し
て
、

(
U
C
ロ〈ぬロ昨日
C
ロ印

no--2HF耳
目
ふ
0
2
2一色
y

r
m
u
oロ
ω
目
。
門
広
戸
。
印
(
門
小
田
F
F
t
oロ
ω
O
ロ
V
F
)
Z。
辛
口
Y
H
U・由、吋
l
H
O
N
-

労
働
者
の
疾
病
と
不
可
抗
力
一
事
由

-
|
フ
ィ
ガ
ロ
事
件
破
段
院
判
決
及
び

そ
の
後
の
判
例
動
向

1. 

フ
ィ
ガ
ロ
事
件
破
致
院
判
決

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
労
働
者
の
疾
病
は
、
そ
れ
が
短
期
的
な
も
の
で
あ
る

限
り
、
ま
ず
労
働
契
約
の
停
止
事
由
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
し
か
し
、
疾
病
が

長
期
化
し
て
、
そ
の
労
働
者
を
交
替
さ
せ
る
必
要
が
企
業
側
に
生
じ
た
場
合
、

一
般
に
は
、
疾
病
の
長
期
化
、
あ
る
い
は
企
業
側
の
必
要
性
等
を
理
由
と
し

て
、
使
用
者
は
当
該
疾
病
労
働
者
の
解
雇
一
を
な
し
う
る
か
否
か
と
い
う
形
で
問

題
が
提
起
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
さ
ら

に
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
角
度
か
ら
の
重
大
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、

労
働
者
の
疾
病
と
不
可
抗
力
と
の
関
係
で
あ
り
、
労
働
法
領
域
に
お
け
る
不
可

(
1
)
 

抗
力
概
念
の
問
題
の
な
か
で
も
、
最
も
激
し
い
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
使
用
者
は
、
古
く
か
ら
し
ば
し
ば
、
労
働
者
の
長
期
化
し

た
疾
病
は
、
そ
れ
自
体
で
労
働
契
約
の
解
消
を
も
た
ら
す
不
可
抗
力
事
由
を
構

成
し
、
労
働
契
約
の
解
消
は
こ
の
不
可
抗
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
解
雇

(

2

)

(

3

)

 

手
当

(
5
P
B口
正

F
E
n
g
nぽ
g
g丹
)
及
び
解
雇
予
告
手
当

(
5
F
B
E広
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g
E
-
u
g
E
E
B

仏

o
n
c
ロ
問
診
富
山
刊
か
切
)
の
支
払
義
務
は
な
い
と
の
主
張
を
な

(
4
)
 

し
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
約
一
年
も
の
問
、
当
該
労
働
者
の
労
務
の
給
付

を
う
け
ら
れ
な
か
っ
た
使
用
者
は
、
契
約
は
解
消
し
た
も
の
と
み
な
す
権
利
が

あ
り
、
使
用
者
は
自
ら
契
約
を
解
消
し
た
も
の
包
唱

2
5
5
r
-
ω
2
3
5
0
)

で
は
な
い
か
ら
、
慣
行
上
の
解
隠
予
告
期
間
に
相
応
す
る
賃
金
支
払
い
の
法
的

義
務
は
に
ぱ
」
と
か
、
「
労
働
者
の
疾
病
は
、
そ
れ
が
長
期
化
し
た
と
き
は
:

:
労
働
契
約
解
消
の
正
当
事
由
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
使
用
者
は
、
企
業
側
の

必
要
性
に
よ
り
欠
勤
労
働
者
の
即
時
の
交
替
が
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
を
立
証

し
た
な
ら
ば
、
慣
行
上
の
解
雇
予
告
期
間
の
遵
守
義
務
か
ら
免
れ
る
こ
と
が
で

(

6

)

(

7

)

 

き
る
」
と
い
っ
た
破
致
院
判
決
が
、
い
わ
ば
「
問
歌
的
に
」
あ
ら
わ
れ
て
は
い

た
が
、
破
段
院
は
、
従
来
は
大
体
に
お
い
て
、
解
雇
一
事
由
と
し
て
労
働
者
の
疾

病
を
と
ら
え
、
使
用
者
が
解
雇
予
告
手
当
や
解
雇
一
手
当
の
支
払
い
を
免
れ
る

(
8
)
 

た
め
に
不
可
抗
力
事
由
の
存
在
を
主
張
す
る
可
能
性
を
排
斥
し
て
い
た
。
例
え

(
9
)
 

ば
、
一
九
五
六
年
一
月
一
一
一
日
の
破
致
院
社
会
部
判
決
は
次
の
よ
う
な
事
案
で

あ
る
。C

社
の
副
会
計
係
と
し
て
勤
務
し
て
い
た
労
働
者
D
が
、
病
気
の
た
め
一

0

日
間
ほ
ど
欠
勤
し
た
と
こ
ろ
、

C
社
は
D
に
対
し
、
事
業
上
の
必
要
性
を
理
由

に
契
約
の
終
了
を
通
知
し
、
そ
の
際
、
予
告
手
当
を
支
払
わ
な
か
っ
た
。
原
審

は
C
に
対
し
予
告
手
当
の
支
払
い
を
命
じ
た
が
、

C
は
こ
れ
を
不
服
と
し
、
上

告
審
で
は
次
の
よ
う
な
主
張
を
し
た
。
①
C
の
就
業
規
則
に
は
、
事
業
上
の
必

要
性
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
疾
病
労
働
者
の
交
替
は
、
不
可
抗
力
に
よ
る

労
働
契
約
の
解
消
を
構
成
し
、
か
か
る
場
合
に
は
い
か
な
る
手
当
を
も
も
た
ら

さ
な
い
旨
の
規
定
が
あ
る
、
②
労
働
者
が
疾
病
に
よ
り
欠
勤
し
て
い
る
場
合
、

北法33(4・76)1114

事
業
上
の
必
要
性
に
よ
っ
て
、
疾
病
が
治
癒
す
る
以
前
に
そ
の
労
働
者
の
交
替

が
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
者
は
解
雇
一
予
告
期
間
の
遵
守
義
務
か
ら
免

れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
こ
れ
に
対
し
破
殻
院
は
、
「
会
社
が
援
用
す
る
就

業
規
則
規
定
は
:
・
:
・
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
権
限
を
行
使
し
た
使
用
者
を
し

て
、
労
働
法
典
第
一
篤
二
三
条
が
定
め
る
解
雇
予
告
期
間
の
遵
守
に
つ
い
て
の

法
律
上
の
義
務
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
、
疾
病
は
過
失

2
2
5
)
と

(
印
)

し
て
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、

D
か
ら
こ
の
権
利

(
1解
雇
予
告
に

対
す
る
権
利
)
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、
会
社
側
の
上
告
を
棄
却

し
た
。

一
ム
九
六

こ
の
よ
う
な
判
例
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

(
日
}

O
年
一
二
月
一
四
日
の
破
段
院
判
決
(
フ
ィ
ガ
ロ
判
決
)
は
「
突
如
、
変
動
を

示
し
、
確
因
不
動
の
も
の
と
思
わ
れ
て
い
た
原
則
を
放
棄
し
、
労
働
者
に
不
利

(ロ)

な
方
向
を
一
示
す
」
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
判
決
は
、
そ
の
後
の
破
毅
院

判
例
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
。

事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

F
社
に
雇
用
さ
れ
る
G
夫
人
は
、
一
九
五
六
年
二
月
一
日
か
ら
病
気
の
た
め



(
臼
)

欠
勤
し
た

o
G
に
は
、
労
働
協
約
の
規
定
に
よ
り
、
最
初
の
コ
一
カ
月
聞
は
全
額

の
賃
金
が
、
次
い
で
同
年
八
月
一
日
ま
で
の
三
カ
月
聞
は
半
額
の
賃
金
が
支
払

わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
賃
金
支
給
が
な
さ
れ
な
い
労
働
契
約
の
停
止
が
一
九
五
七

年
六
月
一
日
ま
で
(
最
初
の
欠
勤
日
か
ら
一
年
四
カ
月
後
)
続
い
た
が
、
こ
の

目、

F
社
は

G
に
対
し
て
労
働
者
の
交
替
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
旨
を
通
知
し

た。

G
は
解
雇
予
告
手
当
と
解
雇
手
当
の
支
払
い
を
求
め
て
訴
え
を
提
起
し

た
。
原
審
の
セ

I
ヌ
民
事
裁
判
所
は

G
の
請
求
を
認
め
た
が
、
破
致
院
は
原
判

決
を
破
棄
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

「
労
働
者
の
疾
病
は
、
そ
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
労
働
契
約
の
解
消
を
ひ
き

お
こ
す
不
可
抗
力
事
由
と
な
り
う
る
。
:
:
:
一
九
四
五
年
四
月
一
七
日
の
パ
リ

印
刷
業
労
働
者
の
労
働
協
約
二
八
条
に
よ
れ
ば
、
解
雇
手
当
は
〈
解
雇
さ
れ
た

(gロ
由
主
広
乙
〉
労
働
者
に
し
か
支
払
わ
れ
ず
、
同
様
に
、
予
告
手
当
も
〈
解

雇
さ
れ
た
〉
労
働
者
に
し
か
支
払
わ
れ
な
い
。
:
:
:
六
カ
月
以
上
も
の
あ
い
だ

長
期
化
し
、
か
つ
勤
務
し
て
い
た
事
業
場
に
お
い
て
、
実
際
に
労
働
者
を
交
替

す
る
必
要
性
を
生
じ
さ
せ
た

G
夫
人
の
疾
病
は
予
見
し
難
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
不
可
抗
力
事
由
を
構
成
し
、
労
働
契
約
は
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
解
消
し

た
。
」
従
っ
て
、
「
G
夫
人
は
解
雇
さ
れ
た
の
で
は
な
い
」
か
ら
、
使
用
者
は
、

解
雇
一
予
告
手
当
及
び
解
雇
手
当
の
支
払
い
義
務
は
な
い
、
と
。

こ
の
フ
ィ
ガ
ロ
事
件
判
決
に
お
い
て
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
い

く
つ
か
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
不
可
抗
力
事
由
で
る
る
と
さ
れ
た
も
の
は
、
労

働
者
の
疾
病
自
体
で
は
な
く
、
疾
病
の
長
期
化
(
官

Dr口
問
丘
一
。
ロ
)
で
あ
る
と

(
H
)
 

い
う
こ
と
。
そ
し
て
本
事
件
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
疾
病
に
よ
る
欠
勤
は
、

労
働
者
が
解
雇
さ
れ
る
ま
で
の
、
一
年
四
カ
月
間
続
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
破

設
院
が
不
可
抗
力
事
由
を
構
成
す
る
と
し
た
疾
病
の
「
長
期
化
」
の
メ
ル
ク
マ

ー
ル
は
、
本
件
労
働
協
約
が
疾
病
労
働
者
に
対
し
て
規
定
し
て
い
た
六
カ
月
間

の
賃
金
保
障
期
間
の
満
了
日
以
後
と
破
段
院
は
と
ら
え
て
い
る
ら
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
従
来
は
、
不
可
抗
力
事
由
は
債
務
者
の
債
務
不
履
行

責
任
を
免
責
せ
し
め
る
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
丸
山
町
、
本
一
判

決
に
お
い
て
は
、
契
約
解
消
の
独
立
し
た
事
由
と
し
て
破
致
院
が
不
可
抗
力
概

念
を
も
ち
だ
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
従
来
、

一
般
の
民
事
事
件
に
お
い

て
は
、
債
務
者
が
疾
病
に
よ
っ
て
自
己
の
債
務
の
履
行
が
不
能
と
な
っ
た
り
、

あ
る
い
は
遅
滞
し
た
と
き
に
、
自
己
の
疾
病
を
不
可
抗
力
事
由
で
あ
る
と
主
張

し
て
債
務
不
履
行
責
任
を
免
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
破
致
院
は
、

当
初
は
、
疾
病
は
、
そ
の
性
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
不
可
抗
力
事
由
を
構

成
し
な
い
と
判
示
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
は
、
疾
病
は
、
原
則
と
し

て
、
い
く
つ
か
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
は
、
債
務
者
の
債
務
不
履
行
責
任
を

免
責
す
る
不
可
抗
力
事
由
を
構
成
す
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
で
い
う
不
可
抗
力
と
は
、
疾
病
に
よ
っ
て
債
務

を
履
行
で
き
な
く
な
っ
た
者

(
1労
働
者
)
が
、
そ
の
不
履
行
(
労
務
の
不
提

北i去33(4・77)1115
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供
)
の
責
任
を
免
れ
る
た
め
の
そ
れ
で
は
な
く
、
い
わ
ば
、
一
種
の
契
約
の
自

動
的
解
消
を
も
た
ら
す
、
契
約
解
消
事
由
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
木
判
決
に
お
い
て
、
使
用
者
が
解
雇
一
を
な
す
場
合
に
伴

う
諸
々
の
義
務
(
予
告
手
当
、
解
雇
手
当
等
の
支
払
い
義
務
)
が
免
責
さ
れ
て

い
る
、
換
言
す
れ
ば
、
契
約
解
消
上
の
責
任
が
免
責
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
果

は
、
従
来
の
債
務
不
履
行
責
任
の
免
責
事
由
と
し
て
の
不
可
抗
力
に
相
通
ず
る

も
の
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本
判
決
の
文
言
自
体
は
(
「
労
働
者
の
疾
病
は
、

そ
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
川
か
働
契
仇
仰
九
日
佃
伊
件
b
h
h」
九
が
ひ
や
不
可
抗
力
事
由
と

な
り
う
る
」
、
「
G
夫
人
の
疾
病
は
:
:
:
不
可
抗
力
事
由
を
構
成
し
、
労
働
契
約

は
ひ
?
宇
野
口
h
引
か
仲
札
げ
い
ん
に
」
、
「
G
夫
人
は
仲
昏
ド
h
w
b
引
か
巾
h
v
h
」

〔
傍
点
筆
者
〕
)
、
労
働
契
約
解
消
の
独
立
し
た
一
事
由
と
し
て
不
可
抗
力
を
援

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
フ
ィ
ガ
ロ
事
件
判
決
の
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
学
説

及
び
そ
の
後
の
判
例
は
ど
の
よ
う
な
態
度
を
示
し
た
で
あ
ろ
う
か
?

(

1

)

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
が
詳
し
い
。

ζ
・
〉
・
の

g
同日

g
v
p
E
C問。
H
n
o
B
3
2
z
g
骨
2
H
E
口
虫
色
3
.

別
立
M
L
O
L
O
L
吋O
伊
丹
仏
ロ
ゴ
釦
〈
同
一
-
o向。円円。
ω
伊
〉
ロ
仏
吋
恥
切
河
口
Z
(
M
M
2
2
w

岡山町、芯)・℃・
N
印、吋・

(

2

)

現
行
労
働
法
典
で
は
、
解
医
手
当
は
、
労
働
者
が
同
一
の
使
肘
者
の
下

に
お
い
て
、
継
続
し
て
二
年
以
上
勤
務
し
、
か
つ
自
己
の
重
過
失
(
町
山
口
円
。

間
同
防
〈
ぬ
)
以
外
の
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
場
合
に
支
給
さ
れ
る

(
L
一
二

A

一条

の
九
)
。

法
定
の
最
低
解
雇
手
当
額
は
、

山
時
給
制
労
働
者
:
:
:
二

0
時
間
分
の
賃
金
に
勤
続
年
数
を
乗
じ
た
銅

山
月
給
制
労
働
者
:
:
:
一
ヵ
月
の
賃
金
領
の
十
分
の
一
に
勤
続
年
数
を

采
じ
た
額

で
あ
る

(
R
一
二
二
条
の
一
一
)
。

な
お
、
解
雇
手
当
に
対
す
る
権
利
の
発
生
条
件
で
あ
る
「
継
続
し
た
-
一

年
間
の
勤
続
期
間
」
に
つ
い
て
は
、
「
法
令
・
労
働
協
約
・
慣
行
も
し
く
は

契
約
条
項
に
よ
り
、
労
働
契
約
を
停
止
さ
せ
る
で
き
事
は
、
被
用
者
の
勤

続
年
数
を
中
断
す
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
が
、
「
停
止
期
間
は
・

勤
続
期
間
の
計
算
に
は
含
ま
れ
な
い
」
と
さ
れ
る

(
L
一
一
一
一
一
条
の
一

ov

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
労
働
契
約
が
労
働
者
の
疾
病
に
よ
っ
て
停
止
し

た
場
合
、
契
約
停
止
前
の
在
職
期
間
と
停
止
期
間
後
の
在
職
期
間
の
い
ず

れ
も
が
二
年
に
満
た
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
を
合
算
し
て
解
雇

手
当
の
発
生
条
件
で
あ
る
二
年
の
勤
続
期
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

疾
病
に
よ
る
契
約
停
止
期
間
自
体
は
勤
続
期
間
に
は
含
ま
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
労
働
法
典
R
一
二
三
条
の
一
の
解
雇
手
当
の
計
算
基
礎
と

し
て
の
勤
続
年
数
に
つ
い
て
は
、
こ
の

L
一
二
二
条
の
一

O
の
規
定
が
適

用
さ
れ
る
か
石
か
、
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
通
説
は
、

L
一一一

二
条
の
一

O
の
規
定
は
、
契
約
停
止
期
間
と
勤
続
期
間
と
の
関
係
を
一
般

的
・
包
括
的
に
規
定
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
り
、

R
一
二
二
条
の

一
に
も
適
用
さ
れ
る
と
す
る
。
(
わ
回
目
。
同
日
可
ロ
ロ
}
向
。
門
戸
可
C
守門

u
g
p
。、.

え
F
W
匂

-MOY
∞2
ロ

2

0己
目
白
ロ
《
ゲ
。
、
.
町
民

H-w-ysr)
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労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

(

3

)

現
行
労
働
法
典
に
よ
れ
ば
、
予
告
手
当
の
支
払
い
は
次
の
と
お
り
だ

あ
る
。ま

ず
、
労
働
法
典
L
一A

一
二
条
の
六
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
、
自
己
の

重
過
失
以
外
の
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
場
合
は
、
勤
続
期
間
に
応
じ
た
、
次

の
よ
う
な
法
定
最
低
予
告
期
間
に
対
す
る
権
利
を
取
得
す
る
。

同
勤
続
一
一
年
以
上
:
:
:
，
一
カ
月

川
勤
続
六
カ
月
以
上
-
一
年
未
満
:
:
:
一
カ
月

同
勤
続
六
カ
月
未
満
:
・
:
・
法
律
、
労
働
協
約
の
規
定
に
よ
る
。
そ
れ
ら

が
な
い
場
合
は
地
域
的
な
い
し
は
職
業
的
慣
行
に
よ
る
。

ぞ
し
て
、
使
用
者
が
こ
れ
ら
の
予
告
期
間
を
遵
守
し
な
い
場
合
は
っ
す
告
手

当
の
支
払
い
が
問
題
と
な
り
、
使
用
者
は
、
「
労
働
者
が
、
(
右
予
告
期
間

に
お
い
て
)
労
働
を
な
し
た
な
ら
ば
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
賃
金
及
び
利
益

(
m
gロ
冨
問
。
ω)
」
を
労
働
者
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
L
一

二
二
条
の
八
〉
。

(

4

)

匂・

ω
D円ロ
3
J
E戸
田
自
主
同
L
E
L
M
-
m白
-mユ恥

2
-ぬ
の
C
ロ
守
主
午
mw
可
守

〈出一
-
J
同)・

5
g・℃・

5
印・

(

5

)

(

い白山田
-
n
ぞ
・
叶
田
〈
江
戸

Suo-ω
・
5ω
。・
H

・同
y

N
ご・

(
6
)
(
U
E出
口
町
・
叶
同
和
〈
同
一
21HmRWAH岨

ω
-
H甲山区
-
H
-
H
Y
H叶
N-

(

7

)

広岡ロ
70-
同
g
ミ
¥
H回
目
白
日
目
ιFO
喝
さ
-oロ
聞
な

E
g
F
E
w
-田

A
E同町田ロ
ω
t
cロ

L
o
-白
『
己
目
己
ロ
『
0
0丹

moω

口
Dロ
ωAW』
=
。
ロ
ロ
ぬ
凹
勺
bncロナ

巳
耳
切
¥
J
u
s
-円
。
己
〈
同
一
2
L
4
z
s
r
s
H申
a
w
回以・

8
H

ハ
8
)

り
・
ゎ
C
門司日間

E
P
。』守・円九
HJHV・日日仏・

(
9
〉

ω
c
n
-
H
N
』
自
三
R

5

8
・
ロ
♂

ω
o
n
-
-
H申印品・℃・

HaN-

(
凶
)
労
働
法
典
出
二
一
-
一
条
第
三
項
「
:
:
:
使
用
者
の
も
と
で
、
少
な
く
と
も

継
続
し
た
六
力
月
の
勤
務
期
間
を
戸
証
明
し
た
労
働
者
が
、
重
過
失
以
外

の
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
と
き
は
、
一
カ
月
の
予
告
期
間
の
権
利
を
有

す
る
」
。

(
日
)
戸
開
司
日
間
同
門
《
}
口
・

0
田
5
0
の
国
間
口
o
p
ω
O円
・
広
島
小
口
-
H申由。
w
]
(
U・可
-w

]
戸
司
自
]
ア

HHUH]{唱
∞
印

(
ロ
)
の
・
国
・
(
い
回
目
。
吋

σロロ
F

E
戸
m
g
m
-
E
5
言
。
目
。
ロ
聞
な

L
c
z
-
2
M
b

円
。
ロ
回
吾
ロ
0・7
0
-
r
ロ
ロ
ロ
問
問
営
問
2
2
5
m
-
2
2
(〉
官
。
同
V
E
L・Eロ

Honmw口
同
同
コ
ー
即
同
仏
ぬ
{
同
ロ
O戸
円
仏
onω
明

mw田
t
o
p
)
w
w
w
}
の・司・・

H
A
w
q
y
F

HA凶

ο由
.HHH
・

(日

)
(
U
D口
語
口
t
oロ
の
D
Z
0
2守
ぬ
(
以
下
。
・
。
・
と
略
す
)
仏
0
2
m
g一-
r山田

。
ョ
℃
目
。
『
恥
ω
《]
m
z
-
M
H
o
m
s
-
ν
同
江
田
回
一
。
ロ
ロ
ω
ι
o
H由品目・

(UH)

ロ・

(UO吋同円相ロ回同
f

。、・

1
F
M
U・印

E-

(
日
)
仏
民
法
典
一
一
四
八
条
「
不
可
抗
力
又
は
偶
然
の
事
故
(
口
E
F
2
z
F
)

に
よ
り
、
債
務
者
が
義
務
付
げ
ら
れ
た
も
の
を
与
え
も
し
く
は
為
す
こ
と

を
妨
げ
ら
れ
、
又
は
そ
の
禁
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
為
し
た
と
き
は
何
等
の
損

害
賠
償
も
発
生
し
な
い
。
」

(
日
目

)
(
U
F
H司
自
民
日

H
∞2
・
P
5
2
w
y
-
u・
】

g-

(
げ
)
(
い
O
B
E
A悼
す
ロ
i
t
H申由斗
w
∞
ロ
ロ
-w
口
同
ロ
。
白
山

(
υ
Z
H
ω
Y
2
5
4
N
W

∞ロ
]]-wH口
一
ロ
。

ω
∞ω・

2. 

学
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説

こ
の
フ
ィ
ガ
ロ
事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
学
説
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
反
対
し
(
叫
。

こ
の
判
決
に
対
す
る
反
対
の
態
度
を
い
ち
は
や
く
示
し
た
わ
白
5

2守
男
「
は
、

こ
の
よ
う
な
判
決
を
出
し
た
破
段
院
裁
判
官
の
意
識
に
は
、
「
数
カ
月
に
わ
た



研究ノート

る
賃
金
の
維
持
に
よ
っ
て
(
疾
病
)
労
働
者
に
与
え
ら
れ
た
利
益
と
、
労
働
者

か
ら
奪
い
さ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
解
雇
予
告
の
享
受
及
び
解
雇
手
当
の
支
払

い
と
の
聞
に
は
一
種
の
相
殺
が
な
さ
れ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
考
え
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
分
析
し
な
が
ら
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
「
そ
の
よ
う

な
考
え
方
は
、
労
働
法
の
精
神
自
体
及
び
労
働
法
の
確
立
さ
れ
た
原
則
に
反
す

る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
、
本
件
に
お
い
て
は
、
労
働
協
約
の
条
項
に
反
す
る

〔

2
〉

も
の
と
し
て
、
断
乎
と
し
て
拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
断
言
す
る
。

フ
ィ
ガ
戸
判
決
に
対
し
て
、
学
説
は
〈
社
会
的
見
地
〉
及
び
〈
法
的
見
地
〉

(
3
V
 

か
ら
、
概
ね
、
次
の
様
な
批
判
を
な
し
た
。
ま
ず
社
会
的
見
地
か
ら
、
学
説
は
、

フ
ィ
ガ
ロ
判
決
が
不
可
抗
力
に
よ
る
労
働
契
約
の
解
消
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
結
果
的
に
疾
病
労
働
者
か
ら
解
雇
予
告
及
び
解
雇
手
当
に
対
す
る
権
利
を

剥
奪
す
る
結
果
と
な
っ
た
点
を
非
難
す
る
。
即
ち
、
一
九
七
三
年
の
解
雇
規
制

法
の
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
労
働
者
に
軽
過
失

(FEZ-bmpHO)
が
あ
れ
ば

解
雇
は
違
法
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
一
(
民
、
労
働
者
は
自
己
に
重
過
失

(Ez

m
g
S
)
が
な
い
限
り
、
解
一
雇
一
予
告
及
び
解
雇
手
当
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
な
い

(
5
)
 

か
ら
、
こ
れ
ら
の
権
利
を
有
し
な
い
、
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
契
約
が
解
消
し
た

と
さ
れ
る
疾
病
労
働
者
は
、
結
果
的
に
、
軽
過
失
を
理
由
に
解
雇
さ
れ
た
労
働

者
よ
り
も
苛
酷
な
結
果
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ヮ
・
(
U
2
2関
口

ωロ

は
言
う
。
「
特
に
何
ら
の
過
失
も
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何

故
に
、
疾
病
労
働
者
は
、
:
:
:
不
可
抗
力
の
名
の
下
に
、
解
一
一
服
の
際
の
手
当
に
対

(
6
)
 

す
る
す
べ
て
の
権
利
が
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
理
解
し
難
い
」
と
。

北法33(4・80)1118

次
い
で
、
法
的
見
地
か
ら
の
学
説
の
批
判
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
長
期
化
し
た
労

働
者
の
疾
病
を
不
可
抗
力
事
由
と
み
な
し
た
点
に
向
け
ら
れ
た
。
従
来
の
伝
統

的
不
可
抗
力
概
念
で
あ
る
「
外
部
に
起
因
性
を
も
ち
、
履
行
の
絶
対
的
不
可
能

性
を
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
の
、
予
見
し
難
く
(
同
日
間
)
広
三
巴

rr)
か
つ
抗
し
難

(
7
)
 

い
(
同
コ
含

E
E
O
)
事
由
」
に
、
は
た
し
て
労
働
者
の
長
期
化
し
た
疾
病
は
該
当

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
学
説
は
、
次
の
様
な
理
由
か
ら
、
労
働
者
の
長
期
化
し
た

疾
病
を
不
可
抗
力
事
由
と
み
る
こ
と
に
反
対
す
る
。

①
労
働
者
の
疾
病
は
、
た
と
え
そ
れ
が
長
期
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
な

く
と
も
、
特
に
大
企
業
に
お
い
て
は
予
見
不
可
能
な
で
き
事
で
は
な
い
。
「
労

働
者
の
疾
病
の
全
体
的
発
生
頻
度
及
び
そ
の
期
間
で
さ
え
も
実
際
、
予
見
可
能

(
8
)
 

な
領
域
に
属
す
る
」
の
で
あ
り
、
使
用
者
は
、
常
に
、
従
業
員
間
の
一
定
の
欠

効
率
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
労
働
者
の
長
期
疾
病
は
、
抗
し
難
い
あ
る
い
は
克
服
し
難
い
事
由
で
は
な

ぃ
。
使
用
者
は
配
転
(
自
己
完
芯
ロ
)
等
の
手
段
に
よ
っ
て
疾
病
労
働
者
の
空
い

(
9
)
 

た
ポ
ス
ト
を
一
時
的
に
埋
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し
、
ま
た
、
労
働
者
供
給

(
叩
)

事
業

(OEZHV同
F
m
O
L
O
Z号
E
-
Z
5
3
3
-
Z
)
の
発
達
に
よ
っ
て
、
臨
時
労

{
日
)

働
者
を
容
易
に
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

Q

③
労
働
法
は
社
会
法
と
し
て
の
使
命
が
存
す
る
以
上
、
民
法
規
範
の
直
接
適

用
に
よ
る
労
働
者
へ
の
苛
酷
な
結
果
を
可
能
な
限
り
回
避
す
べ
き
で
あ
り
、
し



た
が
っ
て
、
不
可
抗
力
概
允
も
労
働
法
に
お
い
て
は
、
民
法
に
お
け
る
よ
り
も

〈ロ)

厳
格
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
労
働
者
の
長
期
疾
病
は
、
労
務
履
行
の
絶
対
的
不
可
能
性
を
も
た
ら
す
も

の
で
は
な
い
。
治
癒
不
能
の
疾
病
は
別
と
し
て
も
、
疾
病
は
「
通
常
、
治
癒
の

方
向
に
む
か
う
の
で
あ
り
、
そ
の
期
聞
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
労
働
の
一

(
臼
)

時
的
障
害
し
か
構
成
し
な
い
。
」

、の
同

労 R
i動 5
者と才
は!:'
解 片

警は、

ま問
題

る
い 2
fi '.;:. 

EZ 
Z琶
の /P~

利「
益 長
が 期
主計j 化
奪し
さ Tこ
れ疾
る病
ベの
き場
で合

あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
と
し
、
「
こ
の
二
つ
の
制
度

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

(
解
雇
予
告
及
び
解
雇
手
当
制
度
)
の
性
質
及
び
そ
れ
が
は
た
し
て
い
る
機
能

(
H
)
 

は
否
定
的
回
答
を
余
儀
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
明
言
す
る
。

(
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ミ
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y
mぞ
2
1
0
2

ω告白伸一

tue-へ
た
・
℃
・

8
叶
印
日
∞
・
一
九
七
一
二
年
法
以
後
ば
、
解
雇
に

は
「
真
実
か
つ
重
大
な
事
由
(
ロ
2
2
芯
乙
ぬ
竺
印
含
5
5
0
)」
を
要
す
る
こ

と
と
な
っ
た
か
ら
、
解
雇
を
正
当
化
す
る
労
働
者
の
過
失
は
、
少
な
く
と

も
「
重
大
な
(
芯
円
E
C
H
)
過
失
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

(

5

)

三
1
註
(
1
)
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参
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、
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働
(
門

g〈同一-

gB-vos-H叩
)
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
平
井
和
秀
「
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
一
時
的
な
労
働
」
(
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日
本
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会
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誌
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同
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3. 

そ
の
後
の
判
例
動
向

(7) 

フ
ィ
ガ
ロ
判
決
に
沿
う
一
連
の
判
決

フ
ィ
ガ
ロ
判
決
は
そ
の
後
の
破
致
院
判
決
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
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た
が
、
前
述
し
た
よ
う
な
学
説
の
批
判
を
入
れ
て
か
、
「
不
可
抗
力
に
よ
る
契
約

の
解
消
」
と
い
う
理
論
構
成
を
と
る
判
決
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
フ
ィ
ガ
ロ
判
決
と
何
ら
変
わ
ら
な
い
破
段
院
判

決
が
相
次
い
で
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

〔
一
九
七
二
年
一
一
月
二
九
日
破
段
院
判
決
〕

管
理
職
の
地
位
に
あ
っ
た
E
夫
人
は
疾
病
の
た
め
労
務
の
停
止
を
余
儀
な
く

さ
れ
、
約
五
カ
月
間
欠
勤
し
た
。
復
職
後
、
約
七
カ
月
ほ
ど
し
て
病
気
が
再
発

し
、
そ
の
後
約
一
年
二
カ
月
間
、
労
働
契
約
の
停
止
が
続
い
た
と
こ
ろ
で
会
社

側
は
E
夫
人
に
対
し
、
労
働
契
約
の
解
除
を
通
知
し
、
解
雇
手
当
を
支
払
わ
な

か
っ
た
。
な
お
労
働
協
約
に
は
、
疾
病
労
働
者
に
対
し
、
勤
続
年
数
が
一
五
年

を
超
え
る
も
の
に
は

(
E
夫
人
は
こ
れ
に
該
当
)
六
カ
月
間
の
雇
用
を
保
障
す

る
旨
の
、
又
、
解
雇
一
手
当
は
労
働
者
に
重
過
失
、
が
あ
る
場
合
等
を
除
き
支
給
さ

れ
る
旨
の
規
定
が
あ
っ
た
。
原
審
は
、
労
働
協
約
の
規
定
に
よ
り
、
解
雇
手
当

は
労
働
者
に
重
過
失
あ
る
場
合
等
を
除
き
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る

の
で
あ
り
、
労
働
者
の
疾
病
自
体
が
労
働
契
約
を
解
消
す
る
も
の
で
は
な
く
、

か
っ
、
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
た
の
が
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
あ
っ
た
以

上
、
会
社
の
な
し
た
決
定
は
疑
う
余
地
も
な
く
解
雇
処
分
で
あ
っ
た
、
と
し
て

解
雇
手
当
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
破
段
院
は
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
判
断
を
破
棄
し
次
の
よ

う
に
判
示
し
た
。
「
雇
用
保
障
期
間
を
超
え
て
長
期
化
し
た
、
管
理
職
労
働
者

の
疾
病
に
よ
る
欠
勤
か
ら
生
じ
た
労
働
契
約
の
解
消
は
、
使
用
者
の
側
か
ら
の

解
雇

(rnmロロぽ
g
m
E
r
r
官
三
号

F
S
1
0官
民
)
を
構
成
せ
ず
、
労

働
協
約
が
定
め
る
解
一
雇
一
手
当
の
支
払
い
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
」
、
即

ち
、
「
E
夫
人
の
労
働
契
約
の
解
消
は
、
最
大
雇
用
保
障
期
間
を
越
え
、
か
つ

契
約
の
履
行
を
不
可
能
と
し
た
と
こ
ろ
の
労
働
者
の
疾
病
及
び
欠
勤
の
長
期
化

の
結
果
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
使
用
者
が
そ
の
責
を
負
う
べ
き
も
の
(
回
目
，

官

gzo)
で
は
な
く
、
労
働
協
約
が
定
め
る
解
雇
一
手
当
に
対
す
る
権
利
を
発
生

さ
せ
な
い
」
と
。

〔
一
九
七
三
年
二
月
二
八
日
破
段
院
判
決
〕

G
労
働
者
は
、
疾
病
に
よ
る
欠
勤
が
長
期
化
し
、
約
二
年
以
上
を
経
た
時
点

で
会
社
は
G
に
対
し
て
、
「
(
G
労
働
者
を
)
企
業
人
員
か
ら
削
除
す
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
」
旨
を
通
知
し
た
。
労
働
協
約
に
は
、
特
に
疾
病
労
働
者
に

対
す
る
雇
用
保
障
期
間
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
原
審
は
、
会
社
側
に
対

し
、
解
雇
一
手
当
と
予
告
手
当
を
G
に
支
払
う
よ
う
命
じ
た
が
、
破
段
院
は
こ
の

原
審
判
断
を
破
棄
し
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
:
・
:
反
対
の
旨
の
協
約
規
定
が
あ
る
場
合
は
別
と
し
て
、
(
本
件
)
契
約
解

消
は
使
用
者
の
意
思
に
帰
資
す
る
も
の
で
は
な
く
、
二
年
以
上
も
の
長
期
欠
勤

に
よ
り
、
使
用
者
を
し
て
労
働
契
約
の
履
行
の
継
続
を
不
可
能
な
ら
し
め
、
労

北法33(4・82)1120



働
者
の
交
替
を
必
要
と
さ
せ
る
に
い
た
っ
た
と
こ
ろ
の
労
働
者
の
疾
病
に
帰
責

す
る
も
の
で
あ
る
」
以
上
、
使
用
者
に
は
解
雇
手
当
及
び
予
告
手
当
の
支
払
義

務
は
な
い
、
と
。

本
判
決
に
お
い
て
は
次
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。
即
ち
、
本
判
決
が
、
労
働
契

約
関
係
の
継
続
を
不
可
能
と
し
、
労
働
者
の
交
替
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
労
働
者
の
長
期
疾
病
(
本
事
件
で
は
二
年
以
上
〕
は
、
反
対
の
旨
の
協
約

規
定
が
な
い
限
り
、
一
一
勝
口
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
労
働
契
約
の
解

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

消
を
も
た
ら
す
と
し
た
点
で
あ
る
。
本
判
決
を
評
釈
し
た
J

号
2ω
巳
ロ
片
山

2
2

も
こ
の
点
を
強
調
し
、
本
判
決
は
こ
の
点
に
お
い
て
、
「
プ
ィ
ガ
ロ
判
決
の
枠

(
3
)
 

を
大
き
く
超
え
る
も
の
で
あ
る
」
と
警
告
す
る
。

(
4
)
 

〔
一
九
七
四
年
二
月
一
一
一
日
破
段
院
判
決
〕

間
の本
う件
ち f;l'.

矢長
ヵ{動
片 協
を約
超か
事長
y 病司，-
I~ こ

? よ

E2  
15語
晶が
者契
の約
解・停
雇・止
2三時
2 か
E ら
e、
ヨ 二
g i 

が
可
能
と
な
る
と
規
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
印
刷
会
社
の
輪
転
機
の
操
作
係
で

あ
っ
た

G
労
働
者
が
擢
病
し
、
一
四
カ
月
以
上
の
問
、
労
務
が
停
止
さ
れ
た
た

め
、
会
社
は

G
に
対
し
、
労
働
者
の
交
替
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い
旨
を

通
知
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
審
の
パ
リ
控
訴
院
は
、
疾
病
労
働
者
に
つ

い
て
の
労
働
協
約
条
項
は
労
働
契
約
の
自
動
的
解
消
は
規
定
し
て
お
ら
ず
、
単

に
労
働
者
を
解
雇
す
る
権
限
を
定
め
て
い
る
に
す
ダ
な
い
か
ら
、
使
用
者
は
解

雇
権
を
行
使
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
予
告
手
当
及
び
解
雇
手
当
を

G
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
が
、
破
段
院
は
こ
の
原
審
判
断
を
破
棄
し

て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

「
長
期
化
し
て
い
る
労
働
者
の
疾
病
は
、
使
用
者
が
、
労
働
義
務
の
不
履
行

を
確
認
し
、
:
:
:
か
つ
使
用
者
が
そ
の
責
を
負
う
こ
と
な
く
契
約
解
消
の
イ
ニ

(
5
)
 

シ
ア
チ
プ
を
と
る
こ
と
を
許
容
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
。

以
上
、
い
く
つ
か
の
判
決
の
紹
介
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
労
働
者
の
長

期
化
し
た

l
l特
に
労
働
協
約
に
定
め
る
疾
病
労
働
者
の
一
雇
用
保
障
期
聞
を
超

え
た
よ
う
な
l
i
i疾
病
の
場
合
に
お
い
て
、

フ
ィ
ガ
ロ
判
決
以
後
の
破
致
院

は
、
不
可
抗
力
概
念
を
も
ち
だ
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
解
雇
の
際

に
支
払
わ
れ
る
べ
き
諸
手
当
の
支
払
い
を
伴
わ
な
い
契
約
解
消
の
存
在
を
認
め

て
い
る
と
い
う
結
果
は
何
ら
変
わ
ら
ず
、
「
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る

労
働
契
約
の
解
消
」
と
し
て
、
か
か
る
結
果
を
正
当
化
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

っ
た
。

2
1
 

{
 

近
時
の
変
動
化
の
兆
し

ブ
ィ
ガ
ロ
事
件
判
決
を
契
機
と
す
る
こ
れ
ら
一
連
の
破
段
院
判
決
は
近
時
、

変
動
化
の
兆
し
を
み
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
労
働
者
の
長
期
疾
病
の
場
合
と
い

え
ど
も
、
「
不
可
抗
力
に
よ
る
労
働
契
約
の
解
消
」
な
い
し
は
「
使
用
者
の
責

北法33(4・83)1121
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に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
労
働
契
約
の
解
消
」
の
存
在
を
認
め
ず
、
札
r
-
m
b
、
労
働

契
約
の
解
消
を
使
用
者
の
解
雇
権
行
使
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
変
動
化
傾
向
の
背
景
に
は
、
一
九
七
三
年
の

解
一
雇
一
制
限
法
の
制
定
と
い
う
事
実
が
存
し
た
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
。

破
段
院
判
決
の
変
動
化
の
現
れ
の
第
一
は
、
労
働
災
害
及
び
職
業
病
に
関
す

る
事
案
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
一
九
七
五
年
七
月
一

O
日
札
艇
は
、
重
量
物
を

取
扱
う
運
転
手
が
、
労
働
災
害
に
あ
っ
て
休
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
、

一
旦
は
回

復
し
た
も
の
の
、
一
年
七
カ
月
を
経
過
し
た
日
に
お
い
て
も
、
従
前
の
職
務
に

従
事
す
る
こ
と
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
が
医
学
的
に
認
め
ら
れ
た
た
め
、
会
社

側
は
、
予
告
手
当
及
び
解
雇
手
当
を
支
払
う
こ
と
な
く
、
そ
の
運
転
手
に
対
し

労
働
契
約
の
解
消
を
通
告
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
審
は
「
労
働
契
約
の

解
消
は
使
用
者
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
く
、
:
:
:
労
働
災

害
の
必
然
的
結
果
で
あ
っ
た
」
と
し
て
労
働
者
の
解
雇
手
当
の
支
払
請
求
を
棄

却
し
た
が
、
破
段
院
は
、
「
B
(労
働
者
)
の
そ
の
職
務
へ
の
最
終
的
不
適
格

(
広
告

z
z
p
色
色
ロ
主
語
)
及
び
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
契
約
の
解
消
は
労
働

災
害
の
結
果
か
ら
生
じ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
企
業
の
責
に
帰
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
解
雇
手
当
の
剥
奪
を
許
容
す
る
労
働
者
の
重
過
失
に
帰
責
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
解
雇
手
当
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

こ
の
判
決
の
出
さ
れ
た
日
の
翌
日
で
あ
る
一
九
七
五
年
七
月
一
一
日
、
今
度

は
職
業
病
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
同
様
の
判
断
を
破
段
院
は
示
」
日
。
本

事
件
は
、
職
業
病
(
珪
肺
症
)
に
よ
っ
て
長
期
欠
勤
(
約
一
年
一

0
ヵ
月
〉
を

余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
後
も
再
発
の
た
め
、
労
働
医
(
自
主

2
百
仏
ロ

2
2色
)

か
ら
制
限
労
働
の
指
示
が
下
さ
れ
て
い
た
労
働
者
を
会
社
側
が
辞
職
者
と
み
な

し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
破
段
院
は
、
「
G
の
従
前
の
職
務
へ
の
最
終
的

不
適
格
な
ら
び
に
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
契
約
の
解
消
は
:
:
:
企
業
の
リ
ス
ク
に

帰
責
す
る
の
で
あ
っ
て
、
解
雇
一
手
当
の
剥
奪
を
許
容
す
る
労
働
者
の
重
過
失
に

帰
資
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
労
働
者
へ
の
解
雇
手
当
の
支
払
い

を
認
め
た
。

円
U

・
吋

E
S
E
E
S
は
、
こ
の
二
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
労
働

災
害
あ
る
い
は
職
業
病
に
起
因
す
る
終
局
的
(
労
働
)
不
適
格

(FEHUE-zp

門
広
出
口
町
ぞ
ぬ
)
は
も
は
や
不
可
抗
力
事
由
を
構
成
せ
ず
、
単
に
解
雇
一
事
由
し
か
構

成
し
な
い
」
こ
と
を
破
段
院
は
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
り
、
プ
ィ
ガ
ロ
判
決
に

代
表
さ
れ
る
一
連
の
破
致
院
判
決
の
変
動
化
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
と
、
評
価
し

た
。
そ
の
後
の
労
働
災
害
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
判
決
も
、
こ
の
二
判
決
と
同

(
9
)
 

様
の
判
断
を
示
し
た
。

労
働
災
害
お
よ
び
職
業
病
に
関
す
る
こ
の
破
段
院
の
考
え
方
は
、
フ
ラ
ン
ス

社
会
保
障
制
度
下
に
お
い
て
は
職
業
病
と
は
認
め
ら
れ
て
は
い
な
い
(
問
、
特
殊

な
労
働
環
境
に
起
因
す
る
、
業
務
起
因
性
の
強
い
疾
病
の
場
合
に
ま
で
拡
大
さ

れ
た
。
一
九
七
六
年
六
月
二
ハ
日
の
破
致
院
札
制
は
、
ヴ
ェ
ン
ゼ
ン
系
ニ
ス
を

使
用
す
る
作
業
と
い
う
、
特
殊
な
作
業
環
境
に
起
因
す
る
病
気
に
よ
っ
て
欠
勤

北法33(4・84)1122



を
余
儀
な
く
さ
れ
、
約
二
カ
月
半
後
、
労
働
医
が
従
前
の
職
務
を
継
続
す
る
こ

と
は
不
適
当
で
あ
る
と
の
診
断
を
下
し
た
た
め
、
会
社
が
こ
の
労
務
不
適
格
を

理
由
に
、
労
働
契
約
の
解
消
を
法
的
に
確
認
さ
せ
(
℃
円
。
ロ
L
H
O
同

2
0
)、
契
約
解

消
上
の
諸
手
当
の
支
払
い
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
が
、
破
郎
副
院
は
次

の
様
に
判
示
し
た
。
即
ち
、
「
労
働
契
約
の
解
消
は
企
業
運
営

2
2
E
S
E
e

B
O
E
r
-ゲ
ロ
可

4
Eぬ
)
に
帰
責
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

不
可
抗
力
事
由
に

帰
責
す
る
も
の
で
は
な
」
く
、
解
雇
手
当
及
び
予
告
手
当
の
半
額
を
、
損
害
賠

償
と
し
て
労
働
者
に
支
払
う
べ
き
旨
を
会
社
側
に
命
じ
た
原
審
判
断
は
正
当
で

あ
る
、
と
。

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

そ
し
て
、
つ
い
に
こ
の
よ
う
な
破
致
院
判
例
の
変
動
化
傾
向
は
一
般
の
私
傷

病
の
場
合
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

(
臼
)

〔
一
九
七
七
年
六
月
二
九
日
破
段
院
判
決
〕

C
労
働
者
は
病
気
の
た
め
約
六
カ
月
ほ
ど
欠
勤
し
た
と
こ
ろ
、

C
の
勤
務
す

る
D
社
は
労
働
協
約
の
規
定
に
も
と
づ
き
、

C
の
労
働
契
約
の
解
消
を
法
的
に

確
認
さ
せ
、
そ
の
解
消
は
解
雇
に
は
相
当
し
な
い
と
し
て
解
雇
手
続
(
労
働
法

典
L
一
一
一
一
一
条
の
一
四
以
刊
〉
を
遵
守
せ
ず
、
又
、
予
告
手
当
等
の
支
払
い
も

し
な
か
っ
た
。
原
審
は

D
社
に
対
し
、
解
雇
一
手
続
遵
守
義
務
違
反
に
よ
る
賠
償

金
の
支
払
い
(
労
働
法
典
L
一
一
一
一
一
条
の
一
四
の
四
〉
を
命
じ
た
が
、
破
致
院

も
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
判
断
を
支
持
、
次
の
様
に
判
示
し
た
。

「C
の
最
終
的
交
替

(
2
5唱
-
釦

E
B
O口
同
宏
出
口
一
三
)
は
、
労
働
協
約
が
適
用

さ
れ
よ
う
と
さ
れ
ま
い
と
、
使
用
者
が
通
告
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
た
契
約

の
解
消
を
構
成
し
、
会
社
は
C
を
事
前
の
面
会
に
召
集
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で

あ
り
、
契
約
解
消
、
が
長
期
化
し
た
疾
病
に
帰
責
す
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い

は
労
働
者
が
こ
の
面
会
に
出
席
し
え
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
重
要

で
は
な
い
」
と
。

労
働
者
の
長
期
疾
病
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
少
た
く
と
も
解
雇
手
続
に
関
す

る
労
働
法
典
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
し
た
こ
の
破
致
院
社
会
部
の
態
度
は
、

さ
ら
に
解
雇
手
当
の
支
払
い
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
日
)

〔
一
九
七
七
年
一

O
月
一
九
日
破
段
院
判
決
〕

G
労
働
者
の
疾
病
に
よ
る
欠
勤
が
六
カ
月
以
上
に
及
ん
だ
た
め
、
会
社
側
は
、

「
六
カ
月
を
超
え
た
労
働
者
の
疾
病
は
、
使
用
者
に
と
っ
て
の
不
可
抗
力
事
白

を
構
成
す
る
」
と
の
協
約
規
定
に
も
と
づ
い
て
、

G
の
労
働
契
約
の
解
消
を
法

的
に
確
認
さ
せ
、
解
雇
手
続
を
遵
守
せ
ず
、
又
、
解
雇
一
手
当
も
支
払
わ
な
か

っ
た
。

北法33(4・85)1123

か
か
る
事
案
に
つ
き
破
談
院
は
、
「
六
カ
月
を
越
え
た

G
夫
人
の
欠
勤
の
長

期
化
は
、
こ
の
長
期
化
の
(
会
社
に
及
ぼ
す
〉
重
大
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ

と
な
し
に
は
:
:
:
解
雇
一
に
関
し
て
法
律
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
手
続
き
の
遵
守
及



研究ノート

び
諸
手
当
の
支
払
い
を
免
れ
し
め
る
、
使
用
者
に
と
っ
て
の
不
可
抗
力
事
由
を

構
成
し
な
か
っ
た
」
と
の
原
審
判
断
を
支
持
し
、
使
用
者
に
対
し
、
解
雇
手
続

不
遵
守
に
よ
る
賠
償
金
の
支
払
い
、
及
び
解
雇
手
当
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
破
致
院
は
、
労
働
協
約
の
疾
病
労
働
者
の

一
雇
用
保
障
期
間
を
超
え
る
よ
う
な
長
期
疾
病
の
場
合
、

一
般
に
、
「
不
可
抗
力

に
よ
る
契
約
の
解
消
」
あ
る
い
は
「
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
契
約
の

解
消
」
の
存
在
を
認
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
本
判
決
に
よ
っ
て
、
か
か
る

場
合
に
お
い
て
も
解
一
一
履
権
行
使
の
み
が
問
題
と
な
る
と
い
う
方
向
へ
向
か
う
も

の
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
本
判
決
文
全
体
か
ら
は
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
が
な

(
H
M
)
 

さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
断
定
し
難
く
、
そ
の
後
の
判
例
動
向
が
注
目
さ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
か
か
る
情
況
下
に
あ
っ
て
次
の
様
な
破
致
院
判
決
が
出
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

〔
一
九
七
九
年
二
月
一
一
一
日
破
致
院
判
決
〕

T
社
に
お
い
て
約
九
年
ほ
ど
勤
務
し
て
い
た
B
労
働
者
は
販
売
課
長
の
地
位

に
あ
っ
た
が
、
疾
病
に
よ
っ
て
約
八
カ
月
間
欠
勤
し
た
た
め
、

T
社
は
、

B
と

T
社
聞
の
労
働
契
約
は
、
疾
病
の
長
期
化
と
い
う
不
可
抗
力
に
よ
っ
て
解
消
し

た
と
B
に
通
知
し
、
解
雇
手
続
を
遵
守
せ
ず
、
解
雇
手
当
も
支
払
わ
な
か
っ

た
。
な
お
、
労
働
協
約
は
疾
病
労
働
者
に
対
し
て
八
カ
月
間
の
雇
用
保
障
期
間

を
設
け
て
い
た
。
破
致
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

即
ち
、
「
労
働
協
約
の
規
定
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
会
社
は
、
法
律
の
規

定
に
従
っ
て

B
と
面
会
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
労
働
契
約
の
解
消
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
を
と
っ
た
り
、
解
消
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
」
ず
、
又
、
「
い
か
な
る

重
過
失
も
申
立
て
ら
れ
て
い
な
い
以
上
、

(
T
社
は
)
予
告
手
当
及
び
解
雇
手
当

を
B
に
支
払
う
べ
き
」
で
あ
る
と
。

こ
の
一
九
七
九
年
二
月
一
一
一
日
判
決
が
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者

の
長
期
疾
病
を
不
可
抗
力
事
由
と
み
た
フ
ィ
ガ
ロ
判
決
に
代
表
さ
れ
る
一
連
の

判
例
動
向
に
は
完
全
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が

(
国
}

ら
本
判
決
の
一
評
者
は
、
本
判
決
の
重
要
性
は
評
価
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う

な
見
方
は
で
き
な
い
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
即
ち
、
本
判
決
文
中
に
お

け
る
「
会
社
は
、
法
律
の
規
定
に
従
っ
て
B
と
面
会
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
労

働
契
約
の
解
消
の
イ
ユ
シ
ア
チ
プ
を
と
っ
た
り
、
解
消
を
確
認
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
の
判
示
部
分
、
特
に
、
こ
の
「
確
認
す
る

(
2
5
g
z
E
と
い
う

言
葉
を
破
致
院
が
用
い
て
い
る
こ
と
は
問
題
で
あ
り
、
こ
の
判
一
不
部
分
か
ら
す

れ
ば
、
使
用
者
は
面
会
等
の
解
雇
一
手
続
を
遵
守
し
さ
え
す
れ
ば
労
働
契
約
の
解

消
を
「
確
認
す
る
」
こ
と
が
で
き
、
解
一
雇
一
手
当
等
の
支
払
義
務
か
ら
免
れ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
判
決
を
し
て
フ
ィ
ガ
ロ
判
決
の
放
棄
と

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
。
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こ
の
-
評
者
の
指
摘
は
、
判
決
文
の
国
語
的
文
字
解
釈
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
き
ら

い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後

に
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
破
致
院
判
決
は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
指
摘
が
当
を

得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
-
証
明
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
一
九
七
九
年
四
月

四
日
、
同
年
七
月
五
日
、
一
九
八

O
年
一
月
四
日
の
各
破
段
院
判
決
は
「
使
用

者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
労
働
契
約
の
解
消
」
を
認
め
、
使
用
者
に
解
一
雇
一
手

当
等
の
支
払
義
務
を
免
除
し
て
い
る
。
た
だ
二
九
七
三
年
法
で
設
け
ら
れ
た
解

雇
手
続
だ
け
は
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
た
叫
と
す
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

果
し
て
、
破
段
院
は
、
一
九
七
三
年
法
に
よ
る
と
こ
ろ
の
解
雇
手
続
の
遵
守

義
務
は
残
存
さ
せ
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
フ
ィ
カ
ロ
判
決
の
立
場
を
と
り
続

け
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
変
動
化
の
動
き
は
続
く
の
で
あ
ろ
う
か
、

今
後
の
判
例
動
向
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

(
1
)
ω
o
n
-
N市山口。〈ぬ
B
r
z
s斗
Nw
∞
=
-
f
〈
・
ロ
。
由
一
AH・

(
2
)
ω
。円
-
N∞
刊
か
〈
丘
町
同
JHm-一吋一
Y

』・

(U-HV-w]「也、吋
ωu
口
・
ロ
]
戸
叶
印
∞
0
・

(
3
J
)
ω
o
p
N∞
h
b
z
-
2
H由吋
ω
同)同
1h山口一昨
b
w
O
ゲ
忠
司
〈
州

E
D口
切
・
ロ
・

(
4
)
ω
o
n
-
N
H
{
φ
2
5吋

HmW4P
∞
己
-
-
-
〈
・
ロ
。

HωAF・

(

5

)

予
告
手
当
に
つ
い
て
は
同
判
決
は
「
当
事
者
が
予
告
期
間
中
の
労
務
を

履
行
し
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
予
告
手
当
の
支
払
義
務
を
(
使
胤
者
は
〉
品
川

う
こ
と
は
な
」
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
点
に
つ
き
ゃ
や
附
言
す
る
と
次
の

様
に
な
る
。

解
雇
予
告
期
間
中
と
い
え
ど
も
従
前
か
ら
の
労
働
契
約
関
係
が
予
告
期

間
満
了
時
ま
で
続
く
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
使
問
者
が
予
告
期
間
を
遵
守
し

な
い
で
即
時
解
雇
を
な
す
場
合
を
除
き
(
労
働
法
典
L
一
二
-
一
条
の
八
、

一二
1.
註

(
3
〉
を
参
照
)
労
働
契
約
の
双
務
契
約
性
は
残
存
し
、
労
働
者
が

労
務
を
提
供
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
者
は
原
則
と
し
て
賃
金
支
払

義
務
か
ら
免
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
た
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
。
。
口
同

-
5
5
2
号

r
z
z
b
(
1
-
一
時
間
の
自
由
時
間
)
な
る
労
働
慣
行
が
存
在

し
、
解
雇
予
告
期
間
中
に
お
い
て
も
、
労
働
者
は
就
労
時
間
中
、

A

a

時
間

に
剛
山
り
求
職
活
動
を
な
す
二
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
)
。

こ
の
よ
う
な
原
則
が
前
提
と
な
る
限
り
、
疾
病
労
働
者
の
解
雇
予
告
手

当
に
対
す
る
権
利
は
脆
弱
な
も
の
と
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
就
労
不
能
状

態
に
あ
る
疾
病
労
働
者
に
対
し
て
は
、
使
用
者
は
常
に
解
一
一
舵
予
告
期
間
を

遵
守

L
て
お
れ
ば
、
予
告
期
間
に
お
け
る
労
務
の
履
行
が
な
さ
れ
な
い
以

上
、
予
告
期
間
に
相
応
す
る
手
当
(
賃
金
)
を
支
払
う
義
務
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
か
か
る
予
告
期
間
中
の
双
務
契
約
件
の
原
則
に
つ
い
て
は
下
級

審
の
抵
抗
が
み
ら
れ
る
が
、
破
叫
棋
院
は
か
か
る
態
度
を
一
貫
し
て
崩
さ

向

h

、

内

》

ム
ナ
ん
町
、

(

6

)

∞
C口
-
H
O
Y
-
-
-
2
H由、吋
my
】)司

ω
o
ロ・・

5
吋∞・℃
-NU]「

(
7
)
ω
C円
-
H
H
」ロニ
-
2
]戸市出、吋印
-
U
H
-
ω
o
n
-
-
H也、吋∞-℃
-NUN-

ハ
8
〉
円
U・
吋
白
ロ
仲
田
iHCCLmp
。、・

2
F
W
H
)
・
Nωο

(

9

)

∞
C
円-
H

な
〈

1
2
5斗竺
ω
c
n
・吋

B
R
m
巴
芯
・
い
ず
れ
も
ピ
包

E
ロ

ω
口口一
m
r
(
F
h中間
-
m
g己
D
ロ

ωon-mL叩
)
-
Z
P
A
S
e
H
匂

ω・

(
印
)
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
職
業
病
(
自
巳
釦
《
亡
命
ω
司

E
r
g
-
cロ
ロ
己
目
立
に
つ
い
て

は
限
定
列
挙
主
義
を
と
っ
て
お
り
、
職
業
病
リ
ス
ト
に
記
載
さ
れ
て
い
な

い
疾
病
は
、
た
と
え
業
務
と
の
因
果
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
業
務

北法33(4・87)1125
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上
の
疾
病
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ハロ

)
ω
0口
-
H品
』
己
ロ

H由
吋
タ
ロ
同
・

ωon--H由斗
pu-NωAF・

(
ロ
)
原
審
(
一
九
七
四
年
一
一
月
二
八
日
ポ

l
控
訴
院
)
は
、
「
労
働
の
結
果

生
じ
、
か
つ
不
可
抗
力
を
構
成
す
る
身
体
的
労
務
不
適
格
の
リ
ス
ク
は
、

職
業
病
と
し
て
の
賠
償
が
な
い
場
合
は
、
企
業
内
利
益
共
同
体
と
し
て
結

ば
れ
て
い
る
使
用
者
と
労
働
者
が
折
半
し
て
負
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う

理
由
で
、
損
害
賠
償
と
し
て
、
会
社
に
対
し
予
告
手
当
と
解
雇
手
当
の
そ

れ
ぞ
れ
半
額
の
支
払
い
を
命
じ
た
。

(日

)
ω
o
n・
Mmw
』
巳
ロ
]
戸
市
甲
吋
吋
(
何
Z
H
-
m
Fロ
ゲ
白
叫
内
山
口

EnH10ω
ロ¥【
UD円同一問。円)・

。同・

ωon--H由、吋
mr
目

MMω
印・

(

H

)

労
働
法
典
L
一
二
二
条
の
一
四
に
よ
る
と
、
使
用
者
は
労
働
者
を
解
雇

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
あ
ら
ゆ
る
決
定
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
召
集
の
目

的
を
明
記
し
た
書
留
郵
便
に
よ
っ
て
被
解
雇
予
定
者
を
呼
び
出
し
、
そ
の

話
し
合
い
に
お
い
て
、
使
用
者
は
解
雇
理
由
を
説
明
し
、
労
働
者
の
弁
明

を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
話
し
合
い
に
お
い
て
は
、

被
解
一
一
履
予
定
者
は
、
企
業
の
従
業
員
の
う
ち
、
自
己
の
選
択
し
た
一
名
に

こ
の
話
し
合
い
に
立
会
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
(
同
条
第
二
項
)
。

(
日
)
労
働
法
典
L
一
一
一
一
一
条
の
一
四
の
凶
に
よ
る
と
、
な
さ
れ
た
解
雇
が

「
真
実
か
つ
重
大
な
事
的
」
に
よ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
解
雇
手
続
が
遵

守
さ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
定
め
ら
れ
た
手
続
を
履
行
す
る

こ
と
を
命
じ
、
又
、
一
カ
月
分
の
賃
金
よ
り
多
く
あ
ら
ざ
る
額
の
賠
償
金
を

被
用
者
に
支
払
う
べ
主
こ
と
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。

(日

)
ω
2・
5
2
g
σ
5
5
3
3芯

5
-
F

門

F
E
R
n
¥
云
包
2
5

の
Oロ
ω出口
)
w
U
S
F件
。
ロ
〈
H-2w]戸市『刊、計

U・九日吋
ω

(
口
〉
本
判
決
文
中
に
、
「
本
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
労
働
者
の
健
康
状
態
を
た

ず
ね
ず
、
労
働
者
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
解
雇
の
意
図
を
通
知
せ
ず
、
さ
ら

に
は
労
働
者
の
欠
勤
に
よ
っ
て
生
じ
た
企
業
運
営
に
お
け
る
混
乱
を
主
張

し
な
か
っ
た
使
用
者
は
、
不
可
抗
力
を
援
用
し
、
手
続
の
遵
守
か
ら
免

れ
、
さ
ら
に
は
法
律
上
の
解
一
握
手
当
の
支
払
い
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
」
と
の
判
一
部
部
分
が
あ
り
、
こ
の
判
一
応
部
分
か
ら
す
る
と
、
使
用

者
は
、
企
業
運
営
上
の
混
乱
等
を
主
張
す
れ
ば
不
可
抗
力
を
援
用
し
う
る

の
で
は
な
い
か
、
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
。

(
刊
日

)
ω
C口
-NH
な
2
-
R
H由
叶
頃
(
∞
Cロ
-2bHAO
吋

OH昨
日
。
同
ロ
仏
合
HMmt-zzo

円
¥
切
巳
2
0ロ
)wOHo-丹

GCく巳
Oア

H由吋也
wH】・

H吋品・

(
四
)
玄
・
国
叩
ロ
門
司
、

z
c芯
骨
曲
。
円

-
N
H
R
3
-
R
S叶
U
M】

Hb口
広
少

(
却

)
ω
o
n・
仏
国
2
己
忌
叶
甲
山
∞

Dn・
印
』
戸
山
口
2

5
叶由

u
ω
c
n
-
A
H
Yロ
己
2

s
g・
い
ず
れ
も
巴
巳

8
ロ

ω
2
2
z
p
b伺
正
同
己
Cロ
目
。
口
一
色
町
)
・

2
0・

A

唱。HW-u・印
(OH門司阻止)・

(
紅
)
一
九
七
三
年
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
解
雇
手
続
の
う
ち
、
と
こ
ま
で

を
裁
判
所
が
要
求
し
て
い
る
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
L
一
二

二
条
の
一
四
に
定
め
る
事
前
の
面
会
手
続
だ
け
は
最
低
限
要
求
さ
れ
て

い
る
。
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四

労
働
者
の
疾
病
と
解
雇
の
正
当
事
由

前
章
で
考
察
し
た
、
「
不
可
抗
力
に
よ
る
労
働
契
約
の
解
消
」
あ
る
い
は
「
使

用
者
の
煮
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
労
働
契
約
の
解
消
」
を
使
用
者
が
主
張
せ
ず
、



単
に
疾
病
労
働
者
に
対
し
解
雇
権
を
行
使
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
疾
病
を
理

出
と
す
る
解
一
雇
の
適
法
性
判
断
の
問
題
と
な
る
。

労
働
者
の
疾
病
を
解
雇
事
由
と
し
て
の
側
面
か
ら
考
察
す
る
場
合
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
い
て
は
一
九
七
三
年
七
月
一
一
一
一
日
の
解
雇
制
限
法
の
制
定
に
着
目
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
九
七
三
年
法
制
定
以
前
に
お
い
て
は
、
労
働
法
典
旧
二

三
条
一
項
は
、
「
期
間
の
定
め
な
く
な
さ
れ
た
役
務
賃
貸
借
は
、
契
約
当
事
者

の
一
方
の
意
思
に
よ
り
、
い
つ
に
て
も
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
解
雇

自
由
の
原
則
を
確
認
し
て
い
た
。
た
だ
、
そ
の
使
用
者
の
解
一
雇
一
権
行
使
が
権
利

労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

の
濫
用
に
な
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
解
雇
は
「
濫
用
的
解
雇

(-rga

n
円
。
目
。
ロ
同
国
r
E
氏
主
と
し
て
、
使
用
者
は
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
判
例

法
理
が
単
く
か
ら
確
立
さ
れ
て
お
り
、
労
働
法
典
旧
二
三
条
第
五
項
も
、
「
契

約
の
一
方
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
契
約
の
解
除
は
損
害
賠
償
の
原
因
と
な
り
う

る
」
と
規
定
し
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
疾
病
労
働
者

の
解
雇
の
問
題
は
、
一
九
七
三
年
法
以
前
に
お
い
て
は
、
そ
の
解
雇
が
「
滋
用

的
」
と
な
る
や
否
や
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
九
七
三

年
法
以
後
は
、
そ
れ
が
「
真
実
か
つ
重
大
な
事
由
」
に
よ
る
解
雇
一
で
あ
る
か
否

か
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
九
七
三
年
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
論
稿
が
出
さ
れ

(
2
}
 

て
い
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
、
た
だ
一
つ
だ
け
確
認
し
て
お
き
た
い
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
解
雇
が
違
法
な
も
の
で
あ
っ
て
も
無
効
と
は
な
ら
ず
、

単
に
損
害
賠
償
責
任
の
問
題
が
生
ず
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
解
雇
法

理
の
伝
統
的
原
則
は
一
九
七
三
年
法
に
よ
っ
て
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
九
七
三
年
法
以
後
は
、
解
雇
が
「
真
実
か
つ
重
大

な
事
由
」
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
裁
判
所
は
訴
訟
の
過
程
で
被
解
雇
労
働
者
の

復
職
を
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
当
事
者
の
一
方
が
か
か

る
提
案
を
拒
否
し
た
場
合
は
、

や
は
り
損
害
賠
償
↑
責
任
の
み
が
問
題
と
な
る

(
労
働
法
典
L
一
一
一
一
一
条
の
一
四
の
四
)
。

そ
れ
で
は
具
体
的
に
、
疾
病
労
働
者
の
解
雇
一
は
い
か
な
る
事
情
の
も
と
に
お

い
て
正
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
た
正
当
性
基

準
は
次
の
二
つ
に
集
約
で
き
る
。
ま
ず
第
一
の
基
準
は
、
〈
疾
病
の
長
期
化
〉

で
あ
る
。
労
働
協
約
が
疾
病
労
働
者
に
対
し
て
一
定
の
雇
用
保
障
期
間
を
設
け

て
い
る
と
き
に
は
、
使
用
者
が
か
か
る
期
間
中
に
疾
病
を
理
由
と
し
て
労
働
者

を
解
雇
し
た
場
合
、
原
則
と
し
て
そ
の
解
雇
一
は
不
当
と
な
る
の
は
当
然
と
し
て

も
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)
、
か
か
る
雇
用
保
障
期
聞
が
存
在
し
な
い

場
合
で
も
、
労
働
者
の
短
期
的
な
疾
病
を
理
由
と
す
る
解
雇
一
は
原
則
と
し
て
不

当
性
を
帯
び
る
。
た
と
え
ば
従
来
の
破
致
院
判
決
に
お
い
て
、
解
雇
一
が
濫
用
的

と
判
断
さ
れ
た
場
合
の
疾
病
労
働
者
の
欠
勤
期
間
は
、
一

0
1陀
で
あ
っ
た

{

4

)

(

5

)

 

り
、
一
カ
月
間
、
あ
る
い
は
二
カ
月
間
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
ど
の
程
度
の
疾

病
に
よ
る
欠
勤
期
間
を
し
て
長
期
疾
病
と
判
断
す
る
か
の
具
体
的
な
数
量
的
規

準
が
存
し
え
な
い
以
上
、
〈
疾
病
の
長
期
化
〉
と
い
う
解
一
雇
の
正
当
性
基
準
に
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は
常
に
そ
の
判
断
の
不
安
定
住
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
判
例
が
疾
病

(
7
)
 

労
働
者
の
解
震
の
正
当
性
判
断
の
、
い
わ
ば
「
決
定
的
要
件
」
と
し
て
い
る
の

は
、
第
二
と
し
て
、
疾
病
労
働
者
の
〈
交
替

(
5
5
-
M
E
S
S
g丹
)
の
必
要
性
〉

で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
第
一
の
〈
疾
病
の
長
期
化
〉
と
い
う
基
準
と
第
三
の
〈
交

替
の
必
要
性
〉
の
基
準
は
、
労
働
者
の
疾
病
が
長
期
化
す
れ
ば
、
企
業
に
お
い

て
疾
病
労
働
者
を
交
替
さ
せ
る
必
要
性
が
大
き
く
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
あ
る
程
度
の
相
関
性
を
有
す
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
八
交

替
の
必
要
性
V
の
判
断
は
企
業
側
の
事
情
に
よ
っ
て
も
っ
ぱ
ら
判
断
さ
れ
る
わ

け
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
今
述
べ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
判
例
は
、
疾
病
労
働
者

の
解
雇
一
の
正
当
性
判
断
に
あ
た
っ
て
は
八
交
替
の
必
要
性
V
の
要
件
を
特
に
重

視
し
て
い
る
た
め
、
労
働
者
の
疾
病
が
短
期
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
解
雇
が
正

当
と
さ
れ
る
1

i
一
九
七
三
年
法
の
こ
と
ば
に
従
え
ば
、
解
雇
の
「
真
実
か
っ

重
大
な
事
由
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
|
|
場
合
が
あ
る
。
破
致
院
判
決
に
あ
ら
わ

(
8
)
 

れ
た
事
案
で
は
、
例
え
ば
、
労
働
者
の
疾
病
に
よ
る
二

0
日
間
の
欠
勤
、
あ
る

い
は
一
カ
月
半
の
か
お
ん
で
あ
っ
て
も
実
際
に
疾
病
労
働
者
を
交
替
さ
せ
る
必
要

性
が
あ
っ
た
場
合
に
は
解
一
艇
は
不
当
と
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

〈
交
替
の
必
要
性
〉
の
存
否
の
判
断
は
、
具
体
的
に
は
、
疾
病
労
働
者
の
職

務
の
内
容
や
緊
急
性
、
企
業
規
模
、
全
従
業
員
数
、
欠
勤
の
態
様
(
欠
勤
・
復

職
を
し
ば
し
ば
繰
り
返
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
)
等
の
諸
事
情
を
考
慮
し

て
、
疾
病
労
働
者
の
欠
勤
に
よ
っ
て
生
じ
た
事
業
運
営
上
の
支
障
・
混
乱
の
観

点
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
一
九
七
八
年
一
一
一
月
六
日
の
破
段
院

(
凶
)

判
決
は
、
当
該
労
働
者
の
疾
病
に
よ
る
数
多
く
の
欠
勤
は
、
二
一

O
名
な
い
し
四

O
名
の
労
働
者
と
わ
ず
か
二
名
の
作
業
場
長
し
か
擁
し
な
い
企
業
に
と
っ
て
は
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事
業
運
営
に
混
乱
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
解
雇
の
重
大
な
事
由
を
構
成
す

る
、
と
判
一
示
す
る
。

労
働
協
約
が
疾
病
労
働
者
に
対
し
て
一
定
の
雇
用
保
障
期
間
を
設
け
て
い
る

場
合
、
か
か
る
期
間
内
に
お
け
る
疾
病
労
働
者
の
解
雇
は
原
則
と
し
て
違
法
と

な
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
労
働
者
の
疾
病
を
理
由
と
す
る
解
雇
が
禁
じ
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
疾
病
以
外
の
他
の
正
当
事
由
に
よ
る
場
合
、
例
え
ば
、
疾

病
労
働
者
の
解
雇
一
が
整
理
解
雇
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
解
雇

(ロ)

は
違
法
と
は
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
疾
病
以
外
の
他
の
正
当
事
由
の
解
釈
に
関
し
て
、
ま
こ
と

に
奇
妙
な
破
致
院
判
決
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
九
七
一
年
五
月
二
五
日
の

(ロ)

破
致
院
判
決
は
、
労
働
協
約
が
、
疾
病
に
よ
る
欠
勤
後
の
一
一
一
カ
月
間
に
お
い

て
八
カ
月
聞
を
超
え
な
い
欠
勤
は
労
働
契
約
の
解
消
を
構
成
し
な
い
と
規
定
し

て
い
た
と
こ
ろ
、
-
社
の
倉
庫
係
で
あ
っ
た

C
労
働
者
は
疾
病
に
よ
る
欠
勤
が

長
期
化
し
た
た
め
、

I
社
は

C
を
解
雇
し
た
が
、

C
の
欠
勤
期
間
は
労
働
協
約

(
H
)
 

に
定
め
る
八
カ
月
聞
を
超
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
原
審
は
、

協
約
に
定
め
る
雇
用
保
障
期
間
中
の
契
約
解
消
で
あ
り
、
契
約
の
濫
用
的
解
消

に
な
る
と
し
て

I
社
に
対
し
損
害
賠
償
の
支
払
い
を
命
じ
た
が
、
破
段
院
は
次
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の
よ
う
な
理
由
で
原
審
判
断
を
破
棄
、
無
効
と
し
た
。
即
ち
、

C
は
、
解
雇
さ

れ
る
数
年
前
か
ら
疾
病
に
よ
る
出
欠
勤
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
特
に
解
雇
一
の
前

々
年
に
お
い
て
は
二
一

O
丹
、
前
年
に
お
い
て
は
一

O
六
日
間
の
欠
勤
を
し
て

お
り
、
「
そ
の
結
果
、
会
社
の
業
務
に
重
大
な
混
乱
が
生
じ
、
会
社
は
こ
の
労

働
者
の
交
替
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
り
、
又
、
「
上
記

労
働
協
約
二

O
七
条
が
八
カ
月
以
下
の
疾
病
に
よ
る
欠
勤
を
労
働
者
に
よ
る
契

約
の
解
消
と
み
な
す
こ
と
を
禁
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
企
業
の
再
編

成
(
み

D
a
2
2
a
zロ
)
や
交
替
の
必
要
性
の
よ
う
な
疾
病
以
外
の
正
当
理
由
に

基
づ
く
解
雇
一
の
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
(
傍
点
筆
者
)
」
と
。
同
様
の
判
決
が
一
九

{
日
)

七
八
年
三
月
一
一
一
一
日
に
も
下
さ
れ
た
。
破
段
院
は
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

「
適
用
さ
れ
る
べ
き
労
働
協
約
一
二
条
は
、
疾
病
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
欠

勤
が
六
カ
月
を
超
え
な
い
限
り
労
働
契
約
の
解
消
を
構
成
し
な
い
と
規
定
し
て

お
り
、

V
夫
人
の
疾
病
に
よ
る
労
働
停
止
が
全
体
で
六
カ
月
に
満
た
な
い
も
の

で
あ
っ
て
も
、
右
労
働
協
約
規
定
は
、
企
業
の
再
編
成
や
交
替
の
必
要
性
と
い

う
真
実
か
つ
重
大
な
事
由
に
よ
る
:
:
:
解
一
一
居
の
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、

又、

V
夫
人
の
解
雇
は
数
多
く
の
か
つ
反
復
さ
れ
た
欠
勤
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
事
業
の
混
乱
と
・
・
:
疾
病
労
働
者
の
交
替
に
と
り
か
か
ら
ね
ば
な
ら
な
い

必
要
性
を
理
由
に
宣
告
さ
れ
た
も
の
で
あ
」
り
、
協
約
の
一
一
雇
用
保
障
期
間
中
の

V
夫
人
の
解
雇
一
は
違
法
で
は
な
い
、
と
。

協
約
に
定
め
る
一
履
用
保
障
期
間
中
の
疾
病
労
働
者
の
解
雇
が
正
当
と
さ
れ
た

右
二
判
決
と
も
、
労
働
者
の
疾
病
自
体
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た

疾
病
労
働
者
の
交
替
の
必
要
性
と
を
別
個
の
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
協
約
の
疾

病
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
保
障
条
項
の
適
用
を
排
斥
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

(

日

山

)

り
、
か
か
る
破
致
院
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
当
然
、
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
、
疾
病
労
働
者
の
解
雇
に
関
し
て
残
さ
わ
た
重
要
な
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
労
働
者
が
、
疾
病
あ
る
い
は
事
故
の
後
、
復
職
す
る
時
に
お
い
て
、

従
前
と
同
一
内
容
の
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
い
し
困
難
で
あ
る

が
、
他
の
職
務
な
ら
ば
遂
行
可
能
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
解
雇
の
正
当

事
由
と
な
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
破
致
院
の
基

本
的
態
度
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
「
労
働
者
が
、
企
業
に
お

い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
予
き
な
い
以
上
、
当
該
労
働

(
凶
)

者
の
解
一
一
屈
は
濫
用
的
で
は
な
い
」
と
。

こ
の
破
致
院
の
態
度
は
、
復
職
労
働
者
を
受
け
入
れ
る
企
業
に
お
い
て
、
当

該
労
働
者
を
他
の
職
種
へ
配
転
す
る
余
地
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
ま
ま
妥
当

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
配
転
の
余
地
が
あ
る
場
合
、
問
題
は
微
妙
と
な

る
。
後
者
の
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
解
雇
手
段
を
と
る
前
に
配
転
措

置
等
を
と
る
義
務
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点

r
つ
い
て
の
破
致
院
の
態
度

は
必
ず
し
も
明
瞭
な
も
の
で
は
な
い
が
、
一
応
、
次
の
よ
う
に
総
括
し
え
よ
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ぅ
。
多
く
の
破
段
院
判
決
は
、
従
前
の
職
務
の
遂
行
が
不
可
能
と
な
っ
た
復
職

労
働
者
の
解
雇
の
正
当
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
当
該
労
働
者
に
適
し
た
職
種
へ



研究ノート

の
配
転
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
一
台
か
を
そ
の
判
断
基
準
の
一
要
素
と
し
て
い
る

(
ぬ
)

が
、
配
転
可
能
な
ポ
ス
ト
が
他
に
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
解
雇
一
を
不
当
と
し

l

i

i

(

却
)

た
判
例
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
、
と
。

な
お
、
復
職
労
働
者
に
対
し
て
、
使
用
者
が
労
働
者
の
身
体
状
況
を
考
慮
し

て
、
他
の
職
種
へ
の
配
転
を
勧
告
し
た
場
合
、
こ
の
勧
告
が
正
当
な
も
の
で
あ

る
以
上
、
労
働
者
の
配
転
勧
告
拒
否
は
、
原
則
と
し
て
、
解
履
の
真
実
か
つ
重

大
な
事
由
を
構
成
す
る
。

(

1

)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
木
村
健
助

「
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
権
利
濫
用
」
(
『
総
利
の
濫
用
・
末
川
先
生
古
稀

記
念
(
下
)
』
二
七
五
瓦
)
二
八
五
頁
以
下
、
外
尾
健
一
「
フ
ラ
ン
ス
に
お

け
る
解
雇
の
法
理
」
(
『
季
刊
労
働
法
』
一
八
号
一
一

O
頁
)
一
一
八
頁
以

下
、
石
橋
主
税
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
解
雇
権
濫
用
の
法
理
」
(
『
九
六
法

学
』
二
三
頁
)
、
同
「
解
版
権
の
濫
用
1

フ
ラ
ン
ス
訟
に
お
け
る
特
質
」

(
『
法
政
研
究
』
一
一
八
巻
川
号
一
一
ぺ
一
真
)
。

(

2

)

山
口
俊
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
新
解
泌
保
護
法
」
(
『
学
会
誌
労
働
法
』
問
問

号
一
九

O
頁
)
、
保
政
喜
志
夫
「
フ
ラ
ン
ス
の
解
原
の
法
理
に
関
す
る
一

考
察
」
(
『
日
本
労
働
協
会
雑
誌
』
一
八
九
号
二
頁
)
、
野
田
進
「
フ
ラ
ン

ス
解
雇
法
改
正
の
法
即
論
的
背
景
」
(
『
阪
大
法
学
』
一
一
八
・
一
一
九
号

一
一
三
頁
)
。

(
3
)
ω
o
n
-
H∞』
EM
ロ
巴
吋
C
-

∞
己
目
・
・
〈
・
ロ
。

ωAF印・

(

4

)

∞
o
n
・
N∞
E
E
ω
H
g
A
Y
凶
己
目
-wH戸
、
・
口
。
凶
吋
印
・

(
5
)
ω
c
n
-
H
M
『恥〈己
O凶

q
H由印印
w
円)円

ωon--]戸市出向凶印・匂

ω。。・

(

6

)

同)・【
U21ユ
関
口
白

pbL市
-EN--
匂・目白。・

(

7

)

わ
担
問

HME--u刊ロロ}内

2

円、可。ロ
'(U2wp
。、

2
F
-
℃・

]{NE・

(

8

)

∞
c
n
-
H叶
守
口
1
2
g
g
w
回ロ
----dF1・℃
-
N∞
ロ
o
u
N
-

(
9
)
ω
C
R
U
-
N斗
虫
、
コ
-
H申
myy
切
口
一
了
円
〈
-HYNJ1∞
ロ
。

ωω
∞-

(m〉

ω
c
n
・
晶
子
r
u
O
B
r
E
H市
出
品

wu
門

5
5
D
ロ
ω
0
2と
0(Hhmmhtmrzc
ロ
ωonナ

色。
)
Z
P
A
S
S
-
同

v
・吋

(
O
H
H
g
エ)・

(
日
)
例
え
ば
、

ω
c
n
-
U
」ロ
5

5
∞
少
ト
『
・
。
・

H
U
-
w
g
g
w
H〈・

5
H
・

(ロ
)
ω
o
n
・
由
同
〈
門
戸
-
S
E
u
切
己
目
-wH〈
・
句
-
N
g・ロ。

ω
S・
そ
の
他
に
、
作

業
場
の
閉
止
に
よ
る
場
合

(ωcn
・
ω
H
B
E
g
s
-
切口
---wHJ口問】・

8
∞
w

口。

AF()吋
)
な
ど
。

(日

)

ω

2
・
M印
自
己

5
4
Y
回
ロ
ロ
・
〈
・
目
。

ω∞同場開)・

ωMH

(
リ
H

)

円U
C
C
同
月
〉
回
以
旬
。
-
L
。
HNOロロ
F
H
H
な
く
ユ
2

5
斗。目

(日
)
ω
D
n
-
N
N
自
由
円
印
巴
吋
∞
w
F
g
g
oロ
ωcn-包
(
戸
配
中
間
一
乙
巳
5
ロ

8

2白目。)

り
4
0
・
AH由。
H
W

司・吋・

(

日

山

)

同

dmHMEM-cE牛
mmr
。、・

2
F温匂
-
M
N印

(η
〉
こ
の
点
に
つ
い
て
は
我
国
の
判
例
は
見
解
が
別
れ
て
い
る
。
横
浜
地
裁

横
須
賀
支
決
昭
防
・

6
・
凶
(
住
友
重
機
浦
賀
造
船
所
事
件
、
労
判
二
一
間
五
・

同
九
)
は
、
就
業
規
則
の
「
精
神
又
は
身
体
に
故
障
が
あ
る
か
、
又
は
虚

弱
、
疾
病
等
の
た
め
業
務
に
耐
え
な
い
と
認
め
た
と
き
」
を
解
一
船
田
川
出
と

す
る
旨
の
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
り
次
の
僚
に
判
示
す
る
。
即
ち
、
「
同
号

の
『
業
務
』
と
は
従
業
員
が
雇
用
契
約
上
就
労
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
業
務
の
み
な
ら
ず
、
債
務
者
会
社
が
契
約
上
従
業
員
に
就
業
を
命
じ

る
こ
と
が
可
能
な
業
務
を
含
む
も
の
と
併
す
べ
き
で
あ
」
り
、
後
者
の
場

北法33(4・92)1130



労働者の私傷病を理由とする労働契約の解消

九
日
に
お
け
る
「
業
務
」
は
、
「
債
権
者
と
債
務
者
会
社
と
の
聞
の
桜
川
契
約

の
内
容
、
債
権
者
が
提
供
で
き
る
労
働
の
内
容
、
債
務
者
会
社
の
経
営
状

況
、
他
の
従
業
員
と
の
公
平
等
を
考
慮
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

新
潟
地
判
昭
M
・ロ

-
M
(新
潟
あ
さ
ひ
タ
ク
シ
ー
事
件
、
労
勾
九
九
:
J
八

四
)
も
同
様
の
就
業
規
則
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
、
傍
諭
な
が
ら
、
「
(
右

規
定
)
に
い
う
『
業
務
』
と
は
、
現
に
従
事
す
る
職
務
の
み
で
な
く
民
用

契
約
上
就
労
を
命
じ
ら
礼
る
余
地
の
あ
る
職
務
全
部
を
指
す
も
の
と
解
す

べ
き
で
あ
る
」
と
判
一
が
す
る
。

こ
れ
と
は
反
対
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
東
京
地
決
昭
悦
・

3
・幻

(
ア
ロ
マ
カ
ラ

l
事
件
、
労
経
速
一

O
一
0
・
二
五
)
は
次
の
よ
う
に
判

一
不
す
る
。
「
一
一
反
則
契
約
に
お
い
て
労
働
者
側
の
労
務
の
提
供
の
積
鋭
、
程

度
、
内
符
が
当
初
の
約
定
と
異
な
る
事
情
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
道
義
上

は
と
も
か
く
と

L
て
、
使
用
者
に
お
い
て
こ
れ
を
受
領
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
法
律
上
の
義
務
な
い
し
受
領
の
た
め
こ
れ
に
見
合
う
職
種
の
義
務
を

見
っ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
律
上
の
義
務
が
あ
る
わ
け
℃
は
な
い
し
、

改
め
て
労
働
条
件
を
変
更
す
る
契
約
が
成
立

L
な
い
限
り
、
労
働
者
は
そ

の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
債
務
の
履
行
不
能
も
し
く
は
不
光
全
履
行

と
し
て

J

雇
用
契
約
の
解
除
の
原
因
と
も
な
り
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
右
規

定

(
1休
戦
期
間
を
経
過
し
て
復
職
を
さ
れ
な
い
と
主
は
送
験
と
す
る
)

は
か
よ
う
な
趨
旨
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
」
る
、
と
。
東
京

高
判
昭
臼
・

u
・2

(
日
野
自
動
車
事
件
、
労
判
二
九

0
・
間
七
)
も

P

」の

判
決
と
同
じ
立
場
に
立
つ
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
次
の
様
に
判
一
川
ず
る
。

「
な
る
ほ
ど
被
抗
日
訴
人
が
前
記
身
体
障
害
に
よ
り
完
全
に
労
働
能
力
企
喪

失
し
た
も
の
で
は
な
く
、
軽
微
な
労
務
な
ら
ば
支
障
な
く
遂
行
し
う
る
で

あ
ろ
う
こ
と
は
前
記
鑑
定
の
結
果
に
よ
っ

γ
知
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る

L
、
出
日
訴
人
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
大
企
業
と
い
わ
れ
る
規
模
の
会
社
に
お

い
て
、
職
場
外
の
事
故
に
よ
っ
て
労
働
能
力
を
一
部
喪
失
し
た
従
業
員
に

対

L
、
解
雇
で
な
く
、
配
置
転
換
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
は
決
し
て
不
可
能

で
は
な
く
、
ま
た
こ
れ
を
求
め
て
も
あ
な
が
ち
難

Z
を
強
い
る
も
の
と
は

い
え
ず
、
む
し
ろ
あ
る
怠
味
で
は
そ
れ
が
望
空
し
い
と
い
え
な
い
こ
と
も

な
い
が
、
し
か
し
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
こ
れ
を
純
一
訴
人
の
義
務
と

し
て
要
求
し
、
か
か
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
十
一
ニ
と
を
も
っ
て
社
会
観
念

k
重
大
な
非
難
に
値
す
る
行
為
で
、
公
序
良
俗
に
違
反
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
。

(叩日

)
ω
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ω
o
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国
一
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3
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y
b♀円
b
u
ω
q
n
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L
b
n
o
B
r
o
s
a
-
ロ円

mon-uH由、
3
・同
V
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ω
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N
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0
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(
却

)
ω
c
n・
5

3
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2

5

3
・】・

(U・
]
V

・
5
3
u
H〈・

2
・
は
そ
の
唯
一
の

例
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
労
災
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
。

(幻

)
ω
c
n・
叩
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、
江
戸
忌
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五

結

び

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
長
期
疾
病
と
不
可
抗
力
の
問
題
に
つ

い
て
重
点
を
お
き
つ
つ
(
第
三
章
)
、
労
働
者
の
疾
病
を
、
解
雇
事
由
と
し
て
の

側
面
か
ら
(
第
四
章
)
、
又
、
労
働
契
約
の
停
止
事
由
と
し
て
の
側
面
か
ら
(
第

二
章
)
取
り
扱
っ
て
き
た
。

第
三
章
で
-
取
り
あ
げ
た
問
題
は
、
わ
が
国
で
直
接
、
こ
の
よ
う
な
形
で
問
題

に
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
労
働
法
領
域
に
お
け
る
不
可

抗
力
概
念
を
考
え
る
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
。

第
四
章
で
取
り
あ
げ
た
問
題
は
、
わ
が
国
で
も
直
接
、
問
題
に
な
っ
て
く
る

も
の
で
あ
る
が
、
従
来
は
、
私
傷
病
労
働
者
の
解
一
艇
を
争
う
裁
判
例
は
、
わ
が

国
で
は
比
較
的
少
な
く
、
学
説
の
論
議
の
組
上
に
載
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
ま
り

な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
は
、
近
時
の
一
決
定
に
も

(
1
)
 

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
企
業
が
、
休
戦
期
間
を
満
了
し
た
疾
病
労
働
者
を
す
ぐ
に

は
解
雇
せ
ず
に
、
し
ば
ら
く
様
子
を
み
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
企
業
が
そ
の
負

担
で
疾
病
労
働
者
を
抱
え
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
わ
が
国
の
伝
統
的
な
終
身
一
雁
用
制
の
存
在
が

無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
わ
が
闘
の
経
営
構
造
が
終
身

雇
用
制
・
年
功
序
列
制
か
ら
能
力
主
義
に
も
と
づ
く
人
事
管
理
制
度
へ
の
転
換

(
2
)
 

時
期
に
さ
し
か
か
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
今
日
、
私
傷
病
労
働
者
の
解
一
阪
を

め
ぐ
る
紛
争
が
、
今
後
、
増
え
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

私
傷
病
労
働
者
の
解
雇
一
の
問
題
は
、
い
う
な
れ
ば
企
業
に
お
け
る
八
事
業
の

正
常
な
運
営
V
と
八
私
傷
病
労
働
者
の
雇
用
保
障
V
と
い
う
こ
つ
の
要
請
を
い

か
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
の

判
例
法
理
の
回
答
は
、
残
念
な
が
ら
私
傷
病
労
働
者
の
保
護
に
必
ず
し
も
十
分

な
も
の
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
第
一
一
一

章
で
考
察
し
た
よ
う
な
契
約
解
消
類
型
の
存
在
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
第
二
に

私
傷
病
労
働
者
の
解
雇
の
正
当
性
判
断
に
あ
た
っ
て
、
破
致
院
は
、
疾
病
労
働

者
の
交
替
の
必
要
性
と
い
う
企
業
側
の
事
情
を
重
視
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お

い
て
で
あ
る
。

一
九
八
一
年
一
月
七
日
の
法
律
に
よ
っ
て
業
務
上
傷
病
労
働
者
に
対
し
て
は

特
別
の
解
雇
規
制
が
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
私
傷
病
労
働

者
の
解
一
胞
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
が
、
今
後
、
ど
の
よ
う
な
動
き
を
み
せ
る
か
、

注
目
し
た
い
。

(

1

)

前
回
向
住
友
重
機
浦
賀
造
船
所
事
件
。

(

2

)

朝
日
新
聞
連
載
(
昭
和
白
山
・

3
・況

t
白山・

4

・
7
)
「
会
社
か
ら
の

挑
戦
l
l
l新
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時
代
」
は
、
そ
の
厳
し
い
現
実
例
の
い
く
つ

か
を
紹
介
し
て
い
る
。

」ヒ1ム:33(4・94)1132
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La rupture du contrat de travail pour cause de la 

maladie du salarie en droit francais 

Kenichiro YAKUSHI* 

1. Introduction 

11. Le principe de 1a suspension du contrat de travai1 

ill. La ma1adie du sa1ari邑et1e cas de force majeure 

1Y. La ma1adie du sa1arie et 1e motif 1egitime du licenciement 

V. Conclusion 

La ma1adie du sa1ari邑sou1色vequelques prob1色mesimportants 

en droit francais. 

D'abord， 1a ma1adie du salarie de breve dur白 provoque 1a 

simp1e suspension du contrat de travail. Les conventions collectives 

prevoient souvent une period巴 minima1ede suspension obligatoire 

et l'octroi d'une indemnite comp1ementaire de maladie p巴ndentce 

de1ai. 

En second 1ieu， 1a prolongation de 1a ma1adi巴 entraine1a rup-

ture du contrat de travail. Jusqu'a l'arret Soc. 14 decembre 1960 

rendu dans l'affaire Gagnon c/ Figaro， 1a jurisprudence consid邑rait

generalement que 1a maladie， meme prolongee， necessitant le 

remp1acement du sa1ari邑， sauf conventions contraires， ne constituait 

qu'un motif 1邑gitimedu 1icenciement. Mais l'arret precite a rompu 

avec cette conception en affirmant que <<la ma1adie d'un sa1arie 

peut， par sa pro1ongation， devenir un cas de force majeure entrai-

nant 1a rupture du contrat de travail>>. 

Cet arret qui aboutit a priver 巴 sa1ariedu preavis et de 

l'indemnite de 1icenciement a ete vivement critique par 1a doctrine 

presque unanime. On a souligne l'app1ication erronee de 1a notion 

de force majeure. Les arrets posterieurs， peut-etre pour己chapper

a ces critiques， ne font p1us reference a 1a notion de force majeure. 

Ils n'en confirment pas moins， sur 1e fond， 1a solution anterieure; 

1a rupture du contrat n'est pas imputab1e a l'emp1oyeur qui ne 
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doit ni preavis， ni indemnite de 1icenciement. Mais， recement， i1 

y a un nouveau revirement de jurisprudellce. 

Comme i1 est mentionee p1us haut， se10n une jurisprudence 

traditionnelle， en cas de pro1ongation et n邑cessitant1e remplace-

ment， 1a ma1adie devient un motif legitime (=une cause reele et 

serieuse， selon le mot de la 10i de 1973) de licenciement. L'appre・

ciation du de1ai a l'巴xpirationduguel la maladie perd son caracteve 

temporairee-en l'absence de precision de la convention collective-

varie de que1ques semaines a quelques mois selon les arretes. Mais 

il n'y a pas en e妊etde crit色remathematique sur et certain en ce 

domaine. Le facteur d邑cisifest la necessit邑duremplacement du 

sa1arie ma1ade， par suite du troub1e serieux apporte a 1a marche 

de l'entreprise， apprecie par le juge. 

EnIIn j'ajoute que 1a loi du 7 janvier 1981 est en arrivee a 

proteger l'emploi des salaries victimes d'un accident du travail ou 

d'une maladie professionnelle. 
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